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十
日
町
市
観
光
協
会
で
は
、
つ
ぎ

の
要
領
で
、
第
二
回
カ
ラ
ー
「
雪
の

十
日
町
」
写
真
コ
ン
テ
ス
ト
の
参
加

作
品
を
募
集
し
ま
す
。

テ
ー
マ
　
冬
の
十
日
町
に
取
材
し
た

も
の
で
未
発
表
の
も
の
。
た
だ
し
、

雪
ま
つ
り
は
第
三
十
二
回
の
も
の
に

限
る
。

撮
影
参
考
例
　
節
季
市
、
ホ
ン
ヤ
ラ

ド
ゥ
、
サ
イ
ノ
神
、
第
三
十
二
回
雪

ま
つ
り
、
出
機
、
雪
国
の
風
俗
な
ど

サ
イ
ズ
　
三
十
五
ミ
リ
判
以
上
の
カ

ラ
ー
ス
ラ
イ
ド
、
ま
た
は
カ
ラ
ー
プ

リ
ン
ト
で
G
判
・
二
B
判
・
キ
ャ
ビ

ネ
判
の
単
写
真
に
限
る
。

応
募
方
法
　
作
品
の
裏
面
に
、
題
名
、

一献血車目程一
　とき12月8日（月）

　　　　午前10時～午後3時
　ところ　滝文工業㈱

　と　き　12月9日（火〉

　　　　午前10時～午後3時
　ところ　㈱エドヤ

明日といわず今献血しましょう

住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号
、
デ
ー
タ

ー
を
記
入
し
、
〒
九
四
八
　
十
日
町

市
千
歳
町
三
i
三
　
十
日
町
市
役
所

内
、
十
日
町
市
観
光
協
会
写
真
コ
ン

テ
ス
ト
係
に
お
送
り
く
だ
さ
い
。

締
切
り
　
昭
和
五
十
六
年
三
月
三
十

一
日
（
消
印
有
効
）

発
表
　
昭
和
五
十
六
年
四
月
下
旬
に

地
元
新
聞
、
市
報
、
並
び
に
本
人
に

直
接
通
知
。

賞
　
推
薦
一
名
、
特
選
三
名
、
入
選

二
十
名
、
努
力
賞
三
十
名

　
詳
し
い
こ
と
は
、
市
商
工
課
（
8

七
－
三
一
一
一
番
内
線
二
六
六
）
ま

た
は
、
市
内
カ
メ
ラ
、
写
真
取
扱
“

店
へ
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

…
1
2
月
の
休
日
救
急
医

一
7
臼

｝
1
4
日

｝
a
日

一㎜
2
8
β

…
2
9
β

…
3
0
日

皿
鍵
饅

午
年
診
療
所
（
川
酉
町
中
央
町
）
…

魯
0
2
5
7
6
－
8
の
2
0
3
4
番
　
…

上
村
病
院
（
中
里
村
田
中
）
　
…

　
鶴
0
2
5
7
6
3
－
2
1
1
善
…

水
沢
診
療
所
（
土
市
第
三
）
　
　
…

　
魯
8
の
2
0
3
∬
番
皿

至
誠
堂
医
院
（
西
浦
町
東
）
　
…

　
8
2
の
3
2
7
6
番
…

“
灘
∵
蜜
…
病
院
（
津
南
町
大
割
野
）
　
…

魯
0
2
5
7
6
－
5
の
3
1
6
1
番
　
…

池
田
医
院
（
本
訂
璽
丁
旦
…

　
霧
2
の
2
5
8
1
番
…

山
O
医
院
（
黛
町
中
〉
　
…

　
　
魯
2
の
2
1
7
4
番
』

富
田
医
院
（
神
明
町
）
　
　
…

　
8
2
の
3
2
6
9
番
…

中
条
病
號
（
北
原
）
　
　
㎜

　
魯
7
の
3
0
1
8
番
…

事
業
名

期
　
日

受
付
時
間

会
　
場
　
名

対
象
者

参
集
区
域

備
　
　
考

育
児
学
級
並

び
に
4
ヵ
月

児
　
検
　
診

12
月
2
4
日

　
（
水
）

午
後
1
時

～
1
時
半

十
日
町
公
民
館

茄
年
8
月

生
れ
の
人

域全

書
　
　
た

知
）
か

通
紙
の

診
用
月

検
ト
当

み
一
該

の
ケ
も
。

診
ン
て
い

検
ア
く
さ

児
訳
な
だ

月
す
が
く

カ
ま
知
で

6
り
通
い

歳
送
人
お

ー
を
個
は

1
歳
6
ヵ
月

児
　
検
　
診

12

月
12
日

　
（
金
）

午
後
1
時

～
2
時

勤
労

青
少
年
ホ
ー
ム

54
年
6
月

生
れ
の
人

3
歳
児
検
診

皿
月
1
0
日

　
（
水
）

午
後
1
時

～
2
時

勤
労

青
少
年
ホ
；
ム

52
年
6
月

生
れ
の
人

育
児
相
談

12

月
9
日

　
（
火
）

午
後
1
時
半

～
3
時
半

十
日
町
公
民
館

55
年
6
月

～
8
月
生

れ
の
人

十
日
町
・

川
治
・
六

箇
・
大
井

田
・
新
座

地
区

　
　
ゆ
ず
り
ま
す
・
ゆ
ず
つ
て
く
だ
さ
い

◆
11
月
1
5
日
ま
で
の
受
付
分
（
希
望
者
は
市
役
所
経
済
部
商
工
課
内
消
費
者
協
会
へ
）

ゆ
　
ず
　
り
　
ま
　
す

ゆ
ず
っ
　
て
く
だ
さ
い

品
　
　
　
名

規
　
格

希
望
価
格

品
　
　
　
名

規
　
格

希
望
価
格

毛
皮
ハ
ー
フ
コ
ー
ト

（
う
さ
ぎ
韓
国
製
黒
）

中
　
　
古

三
万
円

女
子
自
転
車

（
小
一
～
二
年
）

中
　
古

相
談
で

シ
ン
グ
ル
ベ
ッ
ト

（
ふ
と
ん
付
）

〃

相
談
で

ヤ
マ
ハ
G
T
5
0
㏄

〃

〃

テ
レ
ビ
野
球
ゲ
ー
ム

〃

一
万
円
位

婦
人
用
自
転
車

〃

〃

ベ
ビ
ー
バ
　
ス

〃

相
談
で

子
供
用
鉄
棒

〃

〃

藤
製
ベ
ビ
：
ベ
ッ
ト

〃

〃

す
　
べ
　
り
　
台

（
2
m
位
）

〃

三
千
円

温
風
ヒ
ー
タ
ー

〃

六
万
円

フ
ォ
ー
ク
ギ
タ
ー

〃

五
千
円

こ
た
つ
や
ぐ
ら

（
三
尺
）

〃

相
談
で

ジ
ュ
ー
キ
編
機

新
　
品

二
万
円
位

停
電
の
お
知
ら
せ

　
▼
十
一
月
二
十
七
日
困
　
午
前
九

時
～
午
後
一
時
ま
で
　
土
市
第
四
の

一
部
、
土
市
第
三
、
土
市
第
一
、
漆

島
、
池
ノ
尻
、
細
尾
、
天
池
　
▼
十

一
月
二
十
八
日
働
　
午
前
九
時
～
午

後
一
時
ま
で
　
新
座
第
二
・
第
三
、

本
町
七
丁
目
の
一
、
四
日
町
新
田
第

三
の
各
一
部
、
本
町
七
丁
目
の
二
、

三
和
町
　
▼
十
二
月
四
日
㈱
　
午
前

八
時
～
正
午
ま
で
　
城
之
古
東
町
、

北
新
田
第
一
の
各
一
部
、
城
之
古
第

一
、
城
之
古
第
二
　
▼
十
二
月
五
目

働
　
午
前
九
時
～
正
午
ま
で
　
吉
田

山
谷
の
一
部
▼
十
二
月
九
日
㈹

午
前
九
時
～
正
午
ま
で
　
吉
田
山
谷

稲
葉
の
各
一
部
　
▼
十
二
月
十
二
日

囲
　
午
前
九
時
半
～
午
後
一
時
半
ま
で

四
日
町
第
一
・
中
条
八
幡
の
各
一
部

五
軒
新
田
、
尾
崎
　
▼
十
二
月
十
六

日
㈹
　
午
前
九
時
半
～
午
後
一
時
半

ま
で
　
中
条
八
幡
、
中
町
、
中
条
旭

町
の
各
一
部
、
上
町
、
旭
ケ
丘
、
上

原
　
▼
十
二
月
十
七
日
困
　
午
前
九

時
～
午
後
一
時
ま
で
　
四
日
町
第
一

～
第
四
の
各
一
部
　
▼
十
二
月
十
七

日
困
　
正
午
～
午
後
四
時
ま
で
　
中

条
島
、
中
条
旭
町
、
中
町
の
各
一
部
、

太
子
堂
、
尾
崎
、
塚
田

　　　　　膨嚴
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○
ー

－
と
じ
て
保
存
し
て
く
だ
さ
い
－

　
市
内
で
は
、
一
月
か
ら
十
二
月
十

日
ま
で
に
建
物
火
災
十
四
件
、
林
野

火
災
七
件
、
そ
の
他
一
件
が
発
生
し

て
い
ま
す
。
毎
年
、
年
末
年
始
は
火

を
多
く
使
う
う
え
、
気
ぜ
わ
し
い
の

で
火
災
が
多
く
発
生
し
て
い
ま
す
。

　
最
近
の
建
物
火
災
で
、
全
国
的
に

多
い
の
が
居
間
か
ら
の
出
火
で
す
。

そ
れ
は
、
最
近
居
間
で
使
わ
れ
る
火

気
や
燃
え
や
す
い
も
の
が
多
く
な
っ

て
い
呑
た
め
で
、
悲
惨
な
火
災
に
あ

わ
な
い
た
め
に
特
に
次
の
こ
と
に
注

意
し
ま
し
ょ
う
。

◎
火
気
の
ま
わ
り
は
整
理
整
と
ん

◎
“
大
丈
夫
だ
ろ
う
”
と
い
う
安
易

　
な
心
が
火
災
や
事
故
に
つ
な
が
る

◎
ス
ト
ー
ブ
等
の
給
油
は
消
火
を
確

　
か
め
て
か
ら
行
い
、
真
上
に
洗
濯

　
物
は
干
さ
な
い
。

◎
石
油
風
呂
釜
は
時
々
点
検
し
掃
除

◎
タ
バ
コ
の
吸
い
が
ら
に
十
分
注
意

◎
天
ぶ
ら
鍋
の
使
用
中
は
そ
の
場
を

　
離
れ
な
い
。

◎
雪
お
ろ
し
等
で
ガ
ス
ボ
ン
ベ
や
配

　
管
等
が
損
傷
し
な
い
よ
う
に
。

◎
避
難
口
は
、
二
方
向
を
確
保
す
る
。

昭和56鎌鐵鞠義簿、
麟瞬邸年幽初或饗噸潔鰹灘お鰯鞭
奮す。

当鐵は畢朝か嚇饗鑓齪欝奮灘誠

水 下 六 中 中 川十 地
条 条 治日

● 区
山 平 士町

口

沢 条 箇 地 場 田・ 名

午一 一 一 一 一 一
前月 午月 午月 午月 午月 午月 期

十十 前七 後四 前十 前十 前四
時七 十日 二日 十一 十六 十日

日 時㈱ 時（日） 時日 時日 時㈲ 日
（ガ （日） 働

水 下 六 克 中 十

沢
地

条
地

箇 雪
セ

条
島

目
町
市

△
云

区
公
民

区
公
民

小
学

ン
タ

公
民

民
体
育

場

館 館 校 1 館 館

：
○　

　
　
（
出
機
を
含
む
）

機
械
、
食
料
品
関
係
等
製
造
業
に
属

す
る
す
べ
て
の
業
務
が
対
象
と
な
っ

て
い
ま
す
。
調
査
結
果
は
国
、
県
の

み
な
ら
ず
地
域
内
で
も
各
方
面
で
活

用
さ
れ
て
い
ま
す
。
年
末
年
始
の
お

忙
し
い
時
期
で
す
が
、
調
査
員
が
お

伺
い
し
ま
し
た
ら
よ
ろ
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

　
な
お
、
従
業
員
三
十
人
以
上
の
事

業
所
に
つ
い
て
は
「
商
鉱
工
業
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
構
造
統
計
調
査
」
が
同

時
に
実
施
さ
れ
ま
す
の
で
あ
わ
せ
て

ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　
提
出
い
た
だ
い
た
調
査
票
は
「
統

計
」
を
作
る
目
的
以
外
に
は
絶
対
に

使
用
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
ご
安
心
く
だ

さ
い
。

肇工業統計調査に
賛　　ご協力を一

　
昭
和
五
十
五
年
工
業

統
計
調
査
が
今
年
も
十

二
月
三
十
一
日
現
在
で

全
国
一
斉
に
実
施
さ
れ

ま
す
。
工
業
統
計
調
査

は
製
造
業
の
国
勢
調
査

と
も
い
わ
れ
、
国
全
体

の
製
造
業
の
姿
や
製
造

業
活
動
の
状
況
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
ま
す
。

　
市
内
で
も
絹
織
物
関

　
　
　
　
　
を
は
じ
め

，
●
年
末
年
始
の

　
　
　
　
市
役
所
業
務

　
礁
役
所
で
は
、
十
二
月
二
十
九
日

嵐
潟
）
～
…
潟
黛
欝
（
土
）
衷
で
平
常
業

務
懇
休
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
た
だ
し
、
市
疑
生
活
課
、
税
務
課

会
欝
㎜
課
の
窓
口
で
は
、
二
十
九
日
、

蕊
牽
日
と
、
三
牽
贈
籔
の
午
離
中
業

灘
馨
行
っ
て
い
蕊
す
魁
出
張
所
の
業

務
捻
休
み
で
す
。

　
薪
年
は
酬
月
五
霞
（
月
）
が
仕
事

始
灘
に
癒
ウ
ま
す
．
　
『
御

　
●
年
末
年
始
の

　
　
　
　
ご
み
収
集

・
徽
塗
旛
設
組
舎
で
ば
、
十
二
月
三

漸
、
榊
β
㈱
～
榊
月
囲
貝
㈱
塞
で
、
ご

み
麟
藁
を
徐
ま
懸
で
い
た
だ
き
ま
す
。

　
な
お
、
焼
却
揚
へ
の
ご
み
の
持
ち
、

込
み
は
十
二
月
二
十
九
β
、
三
十
日

は
噺
β
中
、
三
十
一
β
は
苧
繭
中
ま

で
受
付
け
ま
す
。

　
趣
立
て
地
は
三
牽
β
ま
で
で
す
。

　
お
問
い
合
せ
は
．
衛
生
セ
ン
タ
ー

（
糟
七
ー
縛
七
五
一
番
X
。
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農業経営主の皆さんへ・…・・

に加入しましょう
懸
．

．
㎜
鶴

抽
圏

㊧
．
馨

改正された農業者年金制度

躍
ヨ　

致

農
業
者
年
金
と
は
・
…
・

で
国
民
年
金
に
加
入
し
て
　
る
農
家

の
皆
さ
ん
に
も
“
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
並

み
の
年
金
を
”
と
い
う
要
望
に
よ
り

つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
制
度
に
加

入
し
保
険
料
を
納
め
六
十
歳
で
経
営

移
譲
す
れ
ば
、
六
十
歳
か
ら
六
十
五

歳
ま
で
「
経
営
移
譲
年
金
」
が
支
給

さ
れ
る
と
い
う
特
色
が
あ
り
ま
す
。

（
な
お
、
六
十
五
歳
以
降
は
、
国
民

年
金
が
あ
り
ま
す
か
ら
経
営
移
譲
年

金
額
は
十
分
の
一
に
な
り
ま
す
。
）

　
ま
た
移
譲
す
る
し
な
い
に
か
か
わ

　
農
業
者
の
皆
さ
ん
の
老
後
の
生
活

の
安
定
と
、
経
営
の
若
返
り
、
経
営

規
模
の
拡
大
な
ど
を
目
的
と
し
て
昭

和
四
十
六
年
に
ス
タ
ー
ト
し
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い

」

ら
ず
、
六
十
五
歳
以
降
は
「
農
業
者

老
齢
年
金
」
が
、
国
民
年
金
に
上
の

せ
し
て
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。
（
次
の
図
を
参
考
）

※経膏移譲隼金1・

議　　・嚢
国民年金附加輩付

農業者年金
の給付の型

掴髭驚金定額給付

●● ●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●
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65歳以上60～64歳

当
然
加
入
し
な
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年

れ
ば
な
ら
な
い
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
6

①
国
民
年
金
に
加
入
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

い
る
人
で
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
〃

②
六
十
歳
に
達
す
る
前
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
生

ま
で
の
期
間
が
「
二
十
年
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
　
1

以
上
あ
り
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
月
　
・

③
昭
和
四
十
六
年
一
月
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
・

目
現
在
で
五
十
五
歳
を
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
0
n

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正

え
て
い
な
い
人
で
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
～
～

④
自
分
名
義
の
経
営
面
積

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日

が
五
十
ア
ー
ル
以
上
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
　
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
月
　
・

農
業
経
営
主
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
・

　
た
だ
し
、
②
の
「
二
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

年
」
と
い
う
期
間
は
、
大
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大

正
五
年
一
月
二
日
か
ら
、

ー
任
意
加
入
が

　
　
　
が
で
き
る
人
ー

昭
和
十
年
一
月
一
日
ま
で
に
生
ま
れ

た
人
に
は
、
そ
の
年
齢
に
よ
っ
て
下

の
表
の
よ
う
に
「
五
年
」
か
ら
「
十

九
年
」
に
短
縮
さ
れ
て
い
ま
す
。

7
　
8
　
9

10

n
1
2
1
3
1

4
15
1
6
1
7
1
8
1
9

11・1●2　～〃12・1・1
12●1・2　～〃13●1・1
13・　1　・　2　　～　　〃　14●　1　●　1

1
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
1

●
　
　
　
　
●
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
●
　
　
　
　
●
　
　
　
　
●
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
●

1
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

5
2
3
4
5
6
7
8
9
0

1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー

　
ロ〃

翫
畷
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

　
ロ

～
　
～
　
～
　
～
　
～
　
～
　
～
　
～
　
～
　
～

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

●
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
●
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
●
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
●

1
　
　
1
　
　
1
　
　
1
⊥
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

4
5
2
3
4
5
6
7
8
9

1
　
　
1

　
　
0

ノ
　
　
ノ
　
壬
丁
　
，
　
　
ノ
　
　
ノ
　
　
ノ
　
　
，
　
　
ノ
　
　
ノ

，
　
，
　
刀
口
　
，
　
ノ
　
ノ
　
，
　
，
　
，
　
，

　
　
日

　
当
然
加
入
の
要
件
①
～
③
を
満
た

し
て
い
る
人
で

★
当
然
加
入
者
の
後
継
者
（
三
年
以

上
農
業
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
、
一

人
に
限
る
）

★
自
分
名
義
の
経
営
面
積
が
三
十
～

五
十
ア
ー
ル
で
年
間
労
働
時
間
が
七

百
時
間
以
上
の
農
業
経
営
主
。

　
以
上
の
皆
さ
ん
は
任
意
加
入
が
で

き
ま
す
。

　
　
◇
　
　
◇
　
　
◇
　
　
◇

　
こ
の
年
金
制
度
は
、
農
業
経
営
主

の
皆
さ
ん
や
そ
の
後
継
者
の
皆
さ
ん

の
た
め
の
制
度
と
い
え
ま
す
が
、
経

営
主
（
名
義
人
）
で
あ
っ
て
も
、
厚

生
年
金
、
共
済
年
金
な
ど
に
加
入
し

て
い
る
人
は
入
れ
ま
せ
ん
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

（3）1””””ll””””1””1””とおガ夢3δぢ」口らだ’」阪”II””””1”lllll”1“”III”111”Ill”1“1（第3種郵便物認可）昭和55年12月25日

来
年
一
月
か
ら

　
　
保
険
料
が
改
定

　
加
入
者
は
、
保
険
料
を
納
め
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
保
険
料

が
来
年
一
月
か
ら
改
定
に
な
り
ま
す
。

　
今
年
ま
で
一
と
月
あ
た
り
の
保
険

料
－
三
千
九
百
七
十
円
　
が
、
四

千
百
六
十
円
に
改
定
に
な
り
ま
す
の

で
、
お
ま
ち
が
え
に
な
ら
な
い
よ
う

に
お
願
い
し
ま
す
。

　
納
付
　
期
　
限

　
保
険
料
を
納
め
る
期
限
は
次
の
表

の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
つ
ま
り
、
三
ヵ
月
ず
つ
を
定
め
ら

れ
た
期
限
ま
で
に
農
協
の
窓
口
で
納

め
る
か
、
農
協
に
あ
る
本
人
の
貯
金

口
座
か
ら
引
き
落
と
し
て
も
ら
う
こ

と
に
な
る
わ
け
で
す
。

保
険
料
の

前
納
割
引

制
度
も

あ
り
ま
す

納
め
癒
潟
灘
縫
、

悼
顯
鍮
鰻

1
月
～
3
月
分

4
月
～
6
月
分

7
月
～
9
月
分

10

月
～
12
月
分

4
月
末
日

7
月
末
日

10

月
末
日

翌
年
1
月
末
日

　
保
険
料
に
つ
い

未
日
ま
で
に
、
翌
年
分

十
二
月
ま
で
の
分
）

前
納
で
き
る
制
度
が
あ
り
．
ま
す
。

　
こ
の
場
合
は
、
保
険
料
の
年
額
か

ら
一
定
ρ
額
を
割
り
引
い
た
金
額
を

　
　
　
　
　
　
納
入
す
れ
ば
良
い
わ

　
　
　
　
　
　
け
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
こ
う
し
た
前
納
制

　
　
　
　
　
　
度
を
利
用
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
人
は
、
千
八
十
人
の

　
　
　
　
　
　
．
加
入
し
て
い
る
な
か

　
　
　
　
　
　
で
五
百
八
十
二
人
の

　
　
　
　
　
　
か
た
が
、
こ
の
制
度

　
　
　
　
　
　
を
利
用
し
て
い
ま
す
。

　
　
ダ

　
　
リ

桑、て
、
毎
年
十
二
月

　
　
（
一
月
か
ら

　
を
、
ま
と
め
て

｛
　
農
業
者
年
金
に
は
「
経
営
移
譲
年

刷
金
』
と
【
農
業
考
老
齢
年
金
柄
の
囎
。
一

曜
種
類
が
あ
η
ま
す
。

㌔
　
こ
の
う
ち
経
営
移
譲
年
金
は

｛
①
保
険
料
を
納
み
た
期
間
が
二
十
年

一
以
上
で
灘
峯
こ
と
．
、

曜
②
穴
骸
葦
歳
に
な
る
叢
で
の
隅
に
護
。

㌔
営
移
譲
」
し
た
ご
と
。

｛
　
の
二
つ
の
要
件
を
満
た
し
た
と
き

一
も
ち
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

“
　
例
え
ば
六
十
歳
を
超
え
て
移
譲
す

｝
る
と
、
そ
の
翌
月
分
が
戟
も
ら
え
ま
、
、

へ
す
か
ら
年
金
に
結
び
つ
ぐ
期
間
分
の

｛
保
険
料
を
納
め
て
、
六
十
歳
に
達
し

“
た
ら
、
早
く
移
譲
を
す
を
と
塗
つ
こ

V
と
が
、
こ
の
制
度
の
利
点
を
生
か
す

㌔
カ
ギ
に
な
り
ま
す
。

｝
　
経
営
移
譲
と
は

｝
　
①
農
地
等
の
権
利
を
処
分
し
お
わ

｛
る
日
（
経
営
移
譲
終
了
爲
）
の
ち
ょ

一
う
ど
一
年
前
の
「
基
準
日
」
の
時
点

曜
で
、
’
自
作
地
と
小
作
地
（
借
入
地
）

坤
を
合
わ
せ
て
自
分
名
義
の
経
営
面
積

㌔
が
三
十
艀
醤
以
上
あ
る
ペ
ハ
が

｛
②
「
基
準
β
」
以
降
一
年
間
に
買
い

矧
入
れ
た
り
、
戻
っ
て
き
た
農
地
等
を

｝
含
め
て
、
後
継
者
や
第
三
者
に
そ
の

～
権
利
を
す
べ
て
処
分
し
、
経
営
を
や

一
め
る
こ
と
（
第
三
者
へ
移
譲
の
蒔
、
認
．

，
二
亀
。
9
一
・
。
■
；
…
8
。
．
こ
．
．
：
・
・
9
二
．
・
9
ポ
3
，
・
・
一
…
一
畢
；
、
・
…
3
；
・
・
。
」
●
；
一
。
…
3
；
●
一
・
．
。
・
●
二
．
9
・
．
8
ξ

め
ら
鰹
鰐
絆
鰯
濾
縄
津

の
磯
瀦
纏
旛
蓮
螺
藩
鱒
、

　
・
農
地
の
処
分
嫉
欝

墓
灘
曝
誰
編
零
譲
穂

等
の
処
溌
撚
」
幾
地
法
の
拳
綾
き
に

ょ
愚
醸
纏
纏
饗
｛
愚
肇
な
灘
）
が
・

第
三
響
（
趨
融
嚢
察
な
ど
｝
へ
纏
権

利
の
移
簸
、
，
設
建
で
な
け
れ
ば
な
り

蜜
鷺
ん
。
な
籍
．
墓
準
β
以
鶴
か
ら

～のうねん～

　
　
譲

　
　
　
　
　
　
ま

移
　
a

営
金

　
　
　
　
　
　
年

経

農
地
法
第
三
条
の
許
可
を
得
て
地
人

に
貸
し
付
け
て
い
る
農
地
等
の
処
分

は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　
だ
れ
に
譲
惹
か

じ
も
を
ヨ
ど
こ
　
ぽ
の
ご
ぎ
ち
リ
ロ
ロ
ど
リ
ロ
ち
　
き
の
の
ニ
ち
ミ
ロ
　
ぞ
も
ゑ
　
ど
じ
こ
ち
　
の
ど
ヨ
も
マ
　
ニ
ぽ
も
も
　
ど
ヨ
リ
コ
ヨ
ゴ
ち
ヨ
ロ

灘
灘
灘
灘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
畷

猿
す
．
そ
し
羅
華
灘
謙
謙
坤
．
鵡

轡
濃
業
年
金
の
繍
入
灘
　
　
　
　
　
聯

論
六
書
藻
購
鍛
懲
懸
講
“
簸
　
蜷

奪
金
め
湘
入
資
絡
の
籔
糠
幾
撲
を
懲
洲

懲
驚
難
弼
灘
榊
灘
・
　
　
灘
　
　
　
識

｝
鎗
つ
撚
韓
響
ら
蓄
る
が
識

　
　
　
　
　
擁
欝
難
諭
・
　
．
　
、
撚
鱗

£
躍
灘
逡
膿
驚
轍
磯
懸
鑛

人
斗
蕪
欝
講
藤
雛
鵜
鵡
懇

£
塗
礁
撮
棄
灘
灘
縦
灘
縷
縷
嬢
髭

転
峯
醸
灘
騰
灘
灘
霧
講
鞭
礪
擁
．
凶

瀞
錦
勤
糎
謂
溌
灘
謙
難
謙
蒙
諏

裾
議

　
次
の
い
ず
れ
か
一
方
に
限
り
ま
す
。

①
後
継
者
移
譲
の
と
き
の
相
羊
方
、

　
経
営
主
の
直
系
卑
属
（
子
、
．
孫
、
養

子
）
の
う
ち
経
営
移
譲
が
終
る
日
ま

で
引
き
続
き
蕊
年
以
上
の
嚢
業
従
事

　
3
．
一
・
…
。
；
。
．
・
3
・
、
●
■
．
Q
・
ま
9
．
も
。
．
・
3
●
．
・
亀
．
・
3
＝
．
・
．
。
・
一
．
8
．
・
．
．
。
3
呂
．
・
・
．
9
．
2
■
・
。
．
．
8
。
■
・
●
●
．
．
．
●
・
；
亀
．
．
．
。
3

（昭琴籔7鍔から遭用のも⑳i》

保険料納付済

の期間
（納付総額）

60～64歳
経営移譲
年金額
（年額）

65歳以降（年額〉

経営移譲
年金額

農　業　者
老齢年金額

10　の場口
（226，560円） 526，200 52，600 98，700

15年の　〃
（476，160円） 657，800 65，800 148，000

20年の　〃
（725，760円） 789，400 78，900 197，300

25年の　〃
（975，360円） 986，700 98，700 246，700

覧
…
3
‘
．
・
…
3
一
．
・
一
．
一
3
■
8
．
・
◎
．
・
3
‘
・
・
．
．
．
3
●
●
．
・
墜
．
。
3
。
…
．
。
爾
3
；
．
●
．
・
．
3
毫
●
．
6
3
・
・

、繍鰐離こ傭か嘱解鱒毒働繋締こ熱婦欝。
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農業経営主の皆さんへ・…・・

に加入しましょう
懸
．

．
㎜
鶴

抽
圏

㊧
．
馨

改正された農業者年金制度

躍
ヨ　

致

農
業
者
年
金
と
は
・
…
・

で
国
民
年
金
に
加
入
し
て
　
る
農
家

の
皆
さ
ん
に
も
“
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
並

み
の
年
金
を
”
と
い
う
要
望
に
よ
り

つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
制
度
に
加

入
し
保
険
料
を
納
め
六
十
歳
で
経
営

移
譲
す
れ
ば
、
六
十
歳
か
ら
六
十
五

歳
ま
で
「
経
営
移
譲
年
金
」
が
支
給

さ
れ
る
と
い
う
特
色
が
あ
り
ま
す
。

（
な
お
、
六
十
五
歳
以
降
は
、
国
民

年
金
が
あ
り
ま
す
か
ら
経
営
移
譲
年

金
額
は
十
分
の
一
に
な
り
ま
す
。
）

　
ま
た
移
譲
す
る
し
な
い
に
か
か
わ

　
農
業
者
の
皆
さ
ん
の
老
後
の
生
活

の
安
定
と
、
経
営
の
若
返
り
、
経
営

規
模
の
拡
大
な
ど
を
目
的
と
し
て
昭

和
四
十
六
年
に
ス
タ
ー
ト
し
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い

」

ら
ず
、
六
十
五
歳
以
降
は
「
農
業
者

老
齢
年
金
」
が
、
国
民
年
金
に
上
の

せ
し
て
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。
（
次
の
図
を
参
考
）

※経膏移譲隼金1・

議　　・嚢
国民年金附加輩付

農業者年金
の給付の型

掴髭驚金定額給付

●● ●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●

●●■●●●●●●●●●　。　●　●　●　●　●　●　o　●　o

：・：耀営，移譲年金：・

●　●　■　●　●　●　●　●　・　●　●
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●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●
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●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●

65歳以上60～64歳

当
然
加
入
し
な
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年

れ
ば
な
ら
な
い
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
6

①
国
民
年
金
に
加
入
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

い
る
人
で
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
〃

②
六
十
歳
に
達
す
る
前
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
生

ま
で
の
期
間
が
「
二
十
年
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
　
1

以
上
あ
り
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
月
　
・

③
昭
和
四
十
六
年
一
月
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
・

目
現
在
で
五
十
五
歳
を
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
0
n

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正

え
て
い
な
い
人
で
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
～
～

④
自
分
名
義
の
経
営
面
積

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日

が
五
十
ア
ー
ル
以
上
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
　
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
月
　
・

農
業
経
営
主
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
・

　
た
だ
し
、
②
の
「
二
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

年
」
と
い
う
期
間
は
、
大
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大

正
五
年
一
月
二
日
か
ら
、

ー
任
意
加
入
が

　
　
　
が
で
き
る
人
ー

昭
和
十
年
一
月
一
日
ま
で
に
生
ま
れ

た
人
に
は
、
そ
の
年
齢
に
よ
っ
て
下

の
表
の
よ
う
に
「
五
年
」
か
ら
「
十

九
年
」
に
短
縮
さ
れ
て
い
ま
す
。

7
　
8
　
9

10

n
1
2
1
3
1

4
15
1
6
1
7
1
8
1
9

11・1●2　～〃12・1・1
12●1・2　～〃13●1・1
13・　1　・　2　　～　　〃　14●　1　●　1

1
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
1

●
　
　
　
　
●
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
●
　
　
　
　
●
　
　
　
　
●
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
●

1
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

5
2
3
4
5
6
7
8
9
0

1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー

　
ロ〃

翫
畷
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

　
ロ

～
　
～
　
～
　
～
　
～
　
～
　
～
　
～
　
～
　
～

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

●
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
●
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
●
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
●

1
　
　
1
　
　
1
　
　
1
⊥
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

4
5
2
3
4
5
6
7
8
9

1
　
　
1

　
　
0

ノ
　
　
ノ
　
壬
丁
　
，
　
　
ノ
　
　
ノ
　
　
ノ
　
　
，
　
　
ノ
　
　
ノ

，
　
，
　
刀
口
　
，
　
ノ
　
ノ
　
，
　
，
　
，
　
，

　
　
日

　
当
然
加
入
の
要
件
①
～
③
を
満
た

し
て
い
る
人
で

★
当
然
加
入
者
の
後
継
者
（
三
年
以

上
農
業
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
、
一

人
に
限
る
）

★
自
分
名
義
の
経
営
面
積
が
三
十
～

五
十
ア
ー
ル
で
年
間
労
働
時
間
が
七

百
時
間
以
上
の
農
業
経
営
主
。

　
以
上
の
皆
さ
ん
は
任
意
加
入
が
で

き
ま
す
。

　
　
◇
　
　
◇
　
　
◇
　
　
◇

　
こ
の
年
金
制
度
は
、
農
業
経
営
主

の
皆
さ
ん
や
そ
の
後
継
者
の
皆
さ
ん

の
た
め
の
制
度
と
い
え
ま
す
が
、
経

営
主
（
名
義
人
）
で
あ
っ
て
も
、
厚

生
年
金
、
共
済
年
金
な
ど
に
加
入
し

て
い
る
人
は
入
れ
ま
せ
ん
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。
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来
年
一
月
か
ら

　
　
保
険
料
が
改
定

　
加
入
者
は
、
保
険
料
を
納
め
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
保
険
料

が
来
年
一
月
か
ら
改
定
に
な
り
ま
す
。

　
今
年
ま
で
一
と
月
あ
た
り
の
保
険

料
－
三
千
九
百
七
十
円
　
が
、
四

千
百
六
十
円
に
改
定
に
な
り
ま
す
の

で
、
お
ま
ち
が
え
に
な
ら
な
い
よ
う

に
お
願
い
し
ま
す
。

　
納
付
　
期
　
限

　
保
険
料
を
納
め
る
期
限
は
次
の
表

の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
つ
ま
り
、
三
ヵ
月
ず
つ
を
定
め
ら

れ
た
期
限
ま
で
に
農
協
の
窓
口
で
納

め
る
か
、
農
協
に
あ
る
本
人
の
貯
金

口
座
か
ら
引
き
落
と
し
て
も
ら
う
こ

と
に
な
る
わ
け
で
す
。

保
険
料
の

前
納
割
引

制
度
も

あ
り
ま
す

納
め
癒
潟
灘
縫
、

悼
顯
鍮
鰻

1
月
～
3
月
分

4
月
～
6
月
分

7
月
～
9
月
分

10

月
～
12
月
分

4
月
末
日

7
月
末
日

10

月
末
日

翌
年
1
月
末
日

　
保
険
料
に
つ
い

未
日
ま
で
に
、
翌
年
分

十
二
月
ま
で
の
分
）

前
納
で
き
る
制
度
が
あ
り
．
ま
す
。

　
こ
の
場
合
は
、
保
険
料
の
年
額
か

ら
一
定
ρ
額
を
割
り
引
い
た
金
額
を

　
　
　
　
　
　
納
入
す
れ
ば
良
い
わ

　
　
　
　
　
　
け
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
こ
う
し
た
前
納
制

　
　
　
　
　
　
度
を
利
用
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
人
は
、
千
八
十
人
の

　
　
　
　
　
　
．
加
入
し
て
い
る
な
か

　
　
　
　
　
　
で
五
百
八
十
二
人
の

　
　
　
　
　
　
か
た
が
、
こ
の
制
度

　
　
　
　
　
　
を
利
用
し
て
い
ま
す
。

　
　
ダ

　
　
リ

桑、て
、
毎
年
十
二
月

　
　
（
一
月
か
ら

　
を
、
ま
と
め
て

｛
　
農
業
者
年
金
に
は
「
経
営
移
譲
年

刷
金
』
と
【
農
業
考
老
齢
年
金
柄
の
囎
。
一

曜
種
類
が
あ
η
ま
す
。

㌔
　
こ
の
う
ち
経
営
移
譲
年
金
は

｛
①
保
険
料
を
納
み
た
期
間
が
二
十
年

一
以
上
で
灘
峯
こ
と
．
、

曜
②
穴
骸
葦
歳
に
な
る
叢
で
の
隅
に
護
。

㌔
営
移
譲
」
し
た
ご
と
。

｛
　
の
二
つ
の
要
件
を
満
た
し
た
と
き

一
も
ち
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

“
　
例
え
ば
六
十
歳
を
超
え
て
移
譲
す

｝
る
と
、
そ
の
翌
月
分
が
戟
も
ら
え
ま
、
、

へ
す
か
ら
年
金
に
結
び
つ
ぐ
期
間
分
の

｛
保
険
料
を
納
め
て
、
六
十
歳
に
達
し

“
た
ら
、
早
く
移
譲
を
す
を
と
塗
つ
こ

V
と
が
、
こ
の
制
度
の
利
点
を
生
か
す

㌔
カ
ギ
に
な
り
ま
す
。

｝
　
経
営
移
譲
と
は

｝
　
①
農
地
等
の
権
利
を
処
分
し
お
わ

｛
る
日
（
経
営
移
譲
終
了
爲
）
の
ち
ょ

一
う
ど
一
年
前
の
「
基
準
日
」
の
時
点

曜
で
、
’
自
作
地
と
小
作
地
（
借
入
地
）

坤
を
合
わ
せ
て
自
分
名
義
の
経
営
面
積

㌔
が
三
十
艀
醤
以
上
あ
る
ペ
ハ
が

｛
②
「
基
準
β
」
以
降
一
年
間
に
買
い

矧
入
れ
た
り
、
戻
っ
て
き
た
農
地
等
を

｝
含
め
て
、
後
継
者
や
第
三
者
に
そ
の

～
権
利
を
す
べ
て
処
分
し
、
経
営
を
や

一
め
る
こ
と
（
第
三
者
へ
移
譲
の
蒔
、
認
．

，
二
亀
。
9
一
・
。
■
；
…
8
。
．
こ
．
．
：
・
・
9
二
．
・
9
ポ
3
，
・
・
一
…
一
畢
；
、
・
…
3
；
・
・
。
」
●
；
一
。
…
3
；
●
一
・
．
。
・
●
二
．
9
・
．
8
ξ

め
ら
鰹
鰐
絆
鰯
濾
縄
津

の
磯
瀦
纏
旛
蓮
螺
藩
鱒
、

　
・
農
地
の
処
分
嫉
欝

墓
灘
曝
誰
編
零
譲
穂

等
の
処
溌
撚
」
幾
地
法
の
拳
綾
き
に

ょ
愚
醸
纏
纏
饗
｛
愚
肇
な
灘
）
が
・

第
三
響
（
趨
融
嚢
察
な
ど
｝
へ
纏
権

利
の
移
簸
、
，
設
建
で
な
け
れ
ば
な
り

蜜
鷺
ん
。
な
籍
．
墓
準
β
以
鶴
か
ら

～のうねん～

　
　
譲

　
　
　
　
　
　
ま

移
　
a

営
金

　
　
　
　
　
　
年

経

農
地
法
第
三
条
の
許
可
を
得
て
地
人

に
貸
し
付
け
て
い
る
農
地
等
の
処
分

は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　
だ
れ
に
譲
惹
か

じ
も
を
ヨ
ど
こ
　
ぽ
の
ご
ぎ
ち
リ
ロ
ロ
ど
リ
ロ
ち
　
き
の
の
ニ
ち
ミ
ロ
　
ぞ
も
ゑ
　
ど
じ
こ
ち
　
の
ど
ヨ
も
マ
　
ニ
ぽ
も
も
　
ど
ヨ
リ
コ
ヨ
ゴ
ち
ヨ
ロ

灘
灘
灘
灘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
畷

猿
す
．
そ
し
羅
華
灘
謙
謙
坤
．
鵡

轡
濃
業
年
金
の
繍
入
灘
　
　
　
　
　
聯

論
六
書
藻
購
鍛
懲
懸
講
“
簸
　
蜷

奪
金
め
湘
入
資
絡
の
籔
糠
幾
撲
を
懲
洲

懲
驚
難
弼
灘
榊
灘
・
　
　
灘
　
　
　
識

｝
鎗
つ
撚
韓
響
ら
蓄
る
が
識

　
　
　
　
　
擁
欝
難
諭
・
　
．
　
、
撚
鱗

£
躍
灘
逡
膿
驚
轍
磯
懸
鑛

人
斗
蕪
欝
講
藤
雛
鵜
鵡
懇

£
塗
礁
撮
棄
灘
灘
縦
灘
縷
縷
嬢
髭

転
峯
醸
灘
騰
灘
灘
霧
講
鞭
礪
擁
．
凶

瀞
錦
勤
糎
謂
溌
灘
謙
難
謙
蒙
諏

裾
議

　
次
の
い
ず
れ
か
一
方
に
限
り
ま
す
。

①
後
継
者
移
譲
の
と
き
の
相
羊
方
、

　
経
営
主
の
直
系
卑
属
（
子
、
．
孫
、
養

子
）
の
う
ち
経
営
移
譲
が
終
る
日
ま

で
引
き
続
き
蕊
年
以
上
の
嚢
業
従
事

　
3
．
一
・
…
。
；
。
．
・
3
・
、
●
■
．
Q
・
ま
9
．
も
。
．
・
3
●
．
・
亀
．
・
3
＝
．
・
．
。
・
一
．
8
．
・
．
．
。
3
呂
．
・
・
．
9
．
2
■
・
。
．
．
8
。
■
・
●
●
．
．
．
●
・
；
亀
．
．
．
。
3

（昭琴籔7鍔から遭用のも⑳i》

保険料納付済

の期間
（納付総額）

60～64歳
経営移譲
年金額
（年額）

65歳以降（年額〉

経営移譲
年金額

農　業　者
老齢年金額

10　の場口
（226，560円） 526，200 52，600 98，700

15年の　〃
（476，160円） 657，800 65，800 148，000

20年の　〃
（725，760円） 789，400 78，900 197，300

25年の　〃
（975，360円） 986，700 98，700 246，700

覧
…
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‘
．
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・
一
．
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．
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。
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毫
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③
ゆ
．

　
昭
和
五
十
六
年
一
月
か
ら
老
齢
年
金
の
給
付
が
始

ま
り
ま
す
の
で
、
経
営
移
譲
年
金
を
も
ら
っ
て
い
る

か
た
、
又
、
後
継
者
等
が
い
な
く
て
も
ら
っ
て
い
な

い
か
た
も
、
満
六
十
五
歳
に
な
り
ま
し
た
ら
、

（
本
所
）
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

篭
　
づ
　
◎
　
　
冠
　
　
衛
　
奄
　
盗
　
　
買
▼
　
◎
　
　
づ
　
竃
　
　
◇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
離
農
給
付
金
は
、

臓●

表
　
難
給

曇
嚢
灘

一受給資格者の範囲拡大一

農
協

奄
　
　
◎

蕎
く
姻 ◇絹◇金・

　
　
　
　
　
　
　
　
農
業
者
年
金
に

加
入
で
き
な
か
っ
た
人
等
が
離
農
し

た
場
合
に
一
時
金
を
支
給
す
る
も
の

で
、
そ
の
業
務
は
本
年
五
月
十
五
日

ま
で
で
し
た
が
、
さ
ら
に
十
年
間
延

長
し
て
、
今
後
は
農
業
者
年
金
に
加

ど
ん
な
人
が

　
　
う
け
ら
れ
る
か

　
　
　
■
農
地
等
の
出
し
手
■

　
ま
ず
、
経
営
移
譲
す
る
と
き
に
「
農

業
者
年
金
に
加
入
し
て
い
な
い
農
業

経
営
主
」
で

　
①
以
前
に
農
業
者
年
金
に
加
入
し

て
い
た
が
、
最
後
の
脱
退
が
基
金
の

申
出
ま
た
は
承
認
に
よ
る
任
意
脱
退

（
廃
疾
を
除
く
）
で
な
け
れ
ば
、
加

入
で
き
な
い
安
定
兼
業
農
家
等
の
農

地
等
を
専
業
的
な
農
家
に
集
め
る
こ

と
を
目
的
と
し
た
制
度
に
生
ま
れ
か

わ
り
、
支
給
範
囲
が
拡
大
さ
れ
る
と

と
も
に
、
そ
の
支
給
額
も
六
十
二
万

円
と
な
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
内

容
を
紹
介
し
ま
す
。

ど
ん
な
相
手
に

譲
れ
ば
よ
い
の
か

　
　
■
農
地
等
の
受
け
方

　
離
農
給
付
金
を
う
け
る
に
は
、
「
受

け
手
に
も
必
要
な
条
件
が
あ
っ
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
人
や
団
体
に
譲
る
の

で
な
け
れ
ば
、
い
く
ら
出
し
手
の
条

件
が
整
っ
て
い
て
も
支
給
は
さ
れ
ま

入
期
間
が
三
年
以
上
の
人
や
脱
退
一

時
金
を
う
け
た
人
に
も
支
給
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
②
六
十
～
六
十
四
歳
ま
で
の
間
に
、

適
格
な
後
継
者
が
い
な
い
ま
ま
、
六

十
五
歳
に
達
し
、
老
齢
年
金
の
受
給

権
者
と
な
っ
た
人
に
も
支
給
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
ま
た
次
の
条
件
を
満
し
た
農
業
経

営
主
も
従
来
通
り
支
給
対
象
に
な
り

ま
す
。

せ
ん
。
つ
ま
り
次
の
よ
う
な
良
き
パ

ー
ト
ナ
ー
が
必
要
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
①
農
業
者
年
金
の
被
保
険
者

ー
た
だ
し
、
出
し
手
の
直
系
卑
属

は
除
き
ま
す
。

　
②
地
方
公
共
団
体
、
農
協
、
農
業

生
産
法
人
、
農
地
保
有
合
理
化
法
人

基
金
な
ど
。

い
つ
ど
ん
な
方
法
で

　
　
　
譲
れ
ば
良
い
の
か

　
　
　
■
権
利
の
譲
渡
目

　
離
農
す
る
に
は
、
自
己
名
義
の
農

地
等
の
権
利
を
処
分
し
終
る
日
（
経

営
移
譲
終
了
日
）
の
一
年
前
の
日
、

（
「
基
準
日
」
と
い
い
ま
す
。
）
に
、
自

　
⑦
二
十
歳
以
上
で
あ
る
こ
と

　
⑦
引
き
続
き
五
年
以
上
、
農
業
を

行
う
か
従
事
し
て
い
る
こ
と

　
＠
経
営
移
譲
年
金
の
受
給
資
格
を

も
っ
て
い
な
い
こ
と

　
㊦
以
前
に
離
農
給
付
金
の
支
給
を

う
け
た
こ
と
が
な
い
こ
と

　
㊧
世
帯
員
の
う
ち
に
離
農
給
付
金

の
支
給
を
う
け
た
人
が
い
な
い
こ
と

　
㊥
開
拓
者
離
農
補
助
金
を
う
け
た

こ
と
が
な
い
こ
と

作
地
が
三
十
彗
以
上
あ
る
人
が
、
基

準
日
後
一
年
間
に
買
い
入
れ
た
り
、

借
り
受
け
た
農
地
等
を
含
め
て
、
適

格
な
「
受
け
手
」
に
そ
の
権
利
を
す

べ
て
処
分
し
て
経
営
移
譲
す
る
こ
と

が
必
要
で
す
。
た
だ
し
希
望
に
よ
り

自
留
地
と
し
て
十
彗
ま
で
は
手
元
に

残
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
処
分
の
方
法
は
、
農
地
法
の
手
続

き
に
よ
り
、
自
作
地
の
場
合
は
所
有

権
の
移
転
、
ま
た
は
十
年
以
上
の
使

用
収
益
権
の
設
定
を
す
る
こ
と
。

　
小
作
地
の
場
合
は
、
使
用
収
益
権

の
移
転
ま
た
は
返
還
を
し
た
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
に
な
っ
て

い
ま
す
。相

談
や
手
続
き
な
ど

詳
し
い
こ
と
を
知
り

た
い
か
た
は
…

市
役
所

市
民
生
活
課

年
金
係
へ

漉
訓
．
芦
、
蕃
〕
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飲
酒
運
転
追
放
の
市
民
運
動
が
盛

り
あ
が
っ
て
い
ま
す
。
飲
酒
運
転
を

追
放
す
る
に
は
警
察
当
局
の
取
締
も

さ
る
こ
と
な
が
ら
、
ま
ず
本
人
の
自

覚
を
う
な
が
す
の
が
一
番
大
切
で
す
。

　
家
庭
や
職
場
で
飲
酒
運
転
を
絶
対

に
し
な
い
、
さ
せ
な
い
と
い
う
気
運

を
全
市
を
あ
げ
て
盛
り
あ
げ
て
ゆ
き

ま
し
よ
う
。

　
地
区
交
通
安
全
協
会
を
中
心
に
し

て
、
飲
酒
運
転
追
放
の
決
議
や
申
し

合
せ
を
行
う
と
と
も
に
飲
酒
運
転
追

放
の
署
名
運
動
な
ど
を
行
い
ま
し
ょ

う
。
す
で
に
署
名
運
動
を
実
施
し
て

い
る
地
区
は
、
新
座
地
区
、
大
井
田

地
区
、
吉
田
地
区
、
第
四
支
部
（
学

校
町
、
昭
和
町
一
、
袋
町
、
高
田
町

一
．
二
）
、
中
条
中
町
、
伊
達
な
ど

で
意
欲
的
な
取
り
組
み
が
な
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
安
全
運
転
の
管
理
、
運
転
者
指
導

の
強
化
を
行
い
、
職
場
に
お
け
る
飲

酒
運
転
追
放
の
申
し
合
せ
や
決
議
、

飲
酒
の
伴
う
会
合
へ
車
で
行
か
な
い

申
し
合
せ
を
し
ま
し
ょ
う
。

　
家
族
ぐ
る
み
で
飲
酒
運
転
を
絶
対

に
し
な
い
、
さ
せ
な
い
話
し
合
い
を
実

施
し
、
飲
酒
を
と
も
な
う
忘
年
会
、

新
年
会
な
ど
に
は
車
の
運
転
を
し
て

行
か
せ
な
い
こ
と
や
、
自
動
車
や
バ

イ
ク
を
運
転
し
て
来
た
お
客
に
は
、

酒
類
を
絶
対
に
提
供
し
な
い
こ
と
を

徹
底
し
ま
し
ょ
う
。

踏
切
事
故
の
防
止
を

　
雪
の
季
節
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。

飯
山
線
で
は
、
線
路
の
雪
を
と
り
の

ぞ
く
た
め
、
ラ
ッ
セ
ル
や
ロ
ー
タ
リ

ー
車
の
出
動
回
数
が
多
く
な
り
ま
す
。

ま
た
、
冬
期
は
踏
切
周
辺
の
環
境
が

悪
化
し
ま
す
の
で
次
の
点
に
注
意
し

踏
切
事
故
を
防
止
し
ま
し
ょ
う
。

◆
踏
切
で
は
か
な
ら
ず
一
旦
停
止
と

　
安
全
確
認
の
励
行
を

◆
踏
切
の
通
行
は
急
が
ず
に

◆
踏
切
で
の
ギ
ヤ
チ
ェ
ン
ジ
は
エ
ン

　
ス
ト
の
原
因
に

◆
狭
い
踏
切
は
譲
り
あ
っ
て

◆
踏
切
板
や
し
ゃ
断
棒
が
て
っ
去
さ

　
れ
て
い
る
踏
切
に
は
特
に
注
意
を

　
市
農
業
委
員
会
で
は
、
毎
年
一
月

一
日
現
在
で
、
農
業
委
員
会
選
挙
人

名
簿
の
調
整
を
し
て
い
ま
す
。

　
農
業
委
員
の
選
挙
権
を
有
す
る
人

は
、
十
日
町
市
内
に
住
所
が
あ
り
、

五
十
六
年
三
月
三
十
一
日
現
在
で
、

満
二
十
歳
（
昭
和
三
十
六
年
四
月
一

日

以
前
に
生
ま
れ
た
人
）
に
な
り
、

次
の
条
件
を
備
え
た
人
で
す
。

日
、
十
ア
ー
ル
以
上
の
農
地
（
田
、

畑
）
の
耕
作
者
（
経
営
者
）
、
口
、

H
の
同
居
の
親
族
か
そ
の
配
偶
者
で

年
間
お
お
む
ね
六
十
日
以
上
耕
作
に

従
事
し
て
い
る
人
。

　
五
十
六
年
の
選
挙
人
名
簿
の
登
載

甲
請
書
を
各
地
区
の
農
事
連
絡
員
さ

ん
が
と
り
ま
と
め
を
し
て
い
ま
す
の

で
、
よ
ろ
し
く
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
来
年
は
農
業
委
員
改
選
の

年
に
当
り
ま
す
の
で
、
名
簿
記
載
の

際
は
、
登
載
も
れ
の
な
い
よ
う
に
特

に
．
こ
注
意
く
だ
さ
い
。

佐
藤
勝
己
さ
ん
に

［
諮
難
蹴
雛
］

　
市
内
伊
達
の
佐
藤
勝
己
さ
ん
は
、

こ
の
ほ
ど
、
長
年
の
国
土
緑
化
と
造

林
事
業
の
発
展
に
多
大
の
貢
献
が
あ

っ
た
と
し
て
、
新
潟
県
国
土
緑
化
推

進
委
員
会
委
員
長
賞
を
受
賞
し
ま
し

た
。

伺
統
計
功
労
表
彰
凹

　
市
は
、
先
に
行
わ
れ
た
統
計
調
査

で
次
の
表
彰
を
受
け
ま
し
た
。

　
内
閣
総
理
大
臣
表
彰

　
　
（
全
国
消
費
実
態
調
査
）

　
農
林
水
産
大
臣
表
彰

　
　
（
世
界
農
林
業
セ
ン
サ
ス
）

　
ま
た
、
次
の
団
体
、
個
人
の
皆
さ

ん
も
統
計
功
労
で
表
彰
を
受
け
ま
し

た
。

　
通
商
産
業
大
臣
表
彰

　
　
関
　
源
（
株
）

　
　
桐
屋
織
物
（
株
）

　
労
働
大
臣
表
彰

　
吉
沢
織
物
（
株
）

通
産
大
臣
官
房
調
査
統
計
部
長
表

彰　
小
野
塚
寿
一
（
関
源
）

　
岩
田
光
雄
（
桐
屋
織
物
）

　
古
川
金
弥
（
十
日
町
機
械
工
業
）

新
潟
県
統
計
協
会
総
裁
表
彰

　
田
口
勝
（
駅
通
り
）

伺
県
警
本
部
長
表
彰
凹

　
市
は
七
月
か
ら
九
月
ま
で
の
三
カ

月
間
行
わ
れ
た
交
通
安
全
ス
リ
ー
マ

ン
ス
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
期
間
中
に
、
創

意
と
工
夫
を
こ
ら
し
た
交
通
安
全
推

進
活
動
を
し
た
と
し
て
、
さ
る
十
二

月
一
日
、
県
警
本
部
長
表
彰
を
受
け

ま
し
た
。

農
業
委
員
会
に
も

　
　
汽
感
　
謝
　
状
凹

　
市
農
業
委
員
会
は
、
十
一
月
十
七

日
新
潟
市
で
開
か
れ
た
新
潟
県
農
業

者
年
金
大
会
の
席
上
、
農
業
者
年
金

事
業
を
積
極
的
に
推
進
し
た
と
し
て

農
業
者
年
金
基
金
か
ら
表
彰
さ
れ
ま

し
た
。
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昭
和
五
十
六
年
一
月
か
ら
老
齢
年
金
の
給
付
が
始

ま
り
ま
す
の
で
、
経
営
移
譲
年
金
を
も
ら
っ
て
い
る

か
た
、
又
、
後
継
者
等
が
い
な
く
て
も
ら
っ
て
い
な

い
か
た
も
、
満
六
十
五
歳
に
な
り
ま
し
た
ら
、

（
本
所
）
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

篭
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奄
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離
農
給
付
金
は
、
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表
　
難
給

曇
嚢
灘

一受給資格者の範囲拡大一

農
協

奄
　
　
◎

蕎
く
姻 ◇絹◇金・

　
　
　
　
　
　
　
　
農
業
者
年
金
に

加
入
で
き
な
か
っ
た
人
等
が
離
農
し

た
場
合
に
一
時
金
を
支
給
す
る
も
の

で
、
そ
の
業
務
は
本
年
五
月
十
五
日

ま
で
で
し
た
が
、
さ
ら
に
十
年
間
延

長
し
て
、
今
後
は
農
業
者
年
金
に
加

ど
ん
な
人
が

　
　
う
け
ら
れ
る
か

　
　
　
■
農
地
等
の
出
し
手
■

　
ま
ず
、
経
営
移
譲
す
る
と
き
に
「
農

業
者
年
金
に
加
入
し
て
い
な
い
農
業

経
営
主
」
で

　
①
以
前
に
農
業
者
年
金
に
加
入
し

て
い
た
が
、
最
後
の
脱
退
が
基
金
の

申
出
ま
た
は
承
認
に
よ
る
任
意
脱
退

（
廃
疾
を
除
く
）
で
な
け
れ
ば
、
加

入
で
き
な
い
安
定
兼
業
農
家
等
の
農

地
等
を
専
業
的
な
農
家
に
集
め
る
こ

と
を
目
的
と
し
た
制
度
に
生
ま
れ
か

わ
り
、
支
給
範
囲
が
拡
大
さ
れ
る
と

と
も
に
、
そ
の
支
給
額
も
六
十
二
万

円
と
な
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
内

容
を
紹
介
し
ま
す
。

ど
ん
な
相
手
に

譲
れ
ば
よ
い
の
か

　
　
■
農
地
等
の
受
け
方

　
離
農
給
付
金
を
う
け
る
に
は
、
「
受

け
手
に
も
必
要
な
条
件
が
あ
っ
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
人
や
団
体
に
譲
る
の

で
な
け
れ
ば
、
い
く
ら
出
し
手
の
条

件
が
整
っ
て
い
て
も
支
給
は
さ
れ
ま

入
期
間
が
三
年
以
上
の
人
や
脱
退
一

時
金
を
う
け
た
人
に
も
支
給
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
②
六
十
～
六
十
四
歳
ま
で
の
間
に
、

適
格
な
後
継
者
が
い
な
い
ま
ま
、
六

十
五
歳
に
達
し
、
老
齢
年
金
の
受
給

権
者
と
な
っ
た
人
に
も
支
給
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
ま
た
次
の
条
件
を
満
し
た
農
業
経

営
主
も
従
来
通
り
支
給
対
象
に
な
り

ま
す
。

せ
ん
。
つ
ま
り
次
の
よ
う
な
良
き
パ

ー
ト
ナ
ー
が
必
要
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
①
農
業
者
年
金
の
被
保
険
者

ー
た
だ
し
、
出
し
手
の
直
系
卑
属

は
除
き
ま
す
。

　
②
地
方
公
共
団
体
、
農
協
、
農
業

生
産
法
人
、
農
地
保
有
合
理
化
法
人

基
金
な
ど
。

い
つ
ど
ん
な
方
法
で

　
　
　
譲
れ
ば
良
い
の
か

　
　
　
■
権
利
の
譲
渡
目

　
離
農
す
る
に
は
、
自
己
名
義
の
農

地
等
の
権
利
を
処
分
し
終
る
日
（
経

営
移
譲
終
了
日
）
の
一
年
前
の
日
、

（
「
基
準
日
」
と
い
い
ま
す
。
）
に
、
自

　
⑦
二
十
歳
以
上
で
あ
る
こ
と

　
⑦
引
き
続
き
五
年
以
上
、
農
業
を

行
う
か
従
事
し
て
い
る
こ
と

　
＠
経
営
移
譲
年
金
の
受
給
資
格
を

も
っ
て
い
な
い
こ
と

　
㊦
以
前
に
離
農
給
付
金
の
支
給
を

う
け
た
こ
と
が
な
い
こ
と

　
㊧
世
帯
員
の
う
ち
に
離
農
給
付
金

の
支
給
を
う
け
た
人
が
い
な
い
こ
と

　
㊥
開
拓
者
離
農
補
助
金
を
う
け
た

こ
と
が
な
い
こ
と

作
地
が
三
十
彗
以
上
あ
る
人
が
、
基

準
日
後
一
年
間
に
買
い
入
れ
た
り
、

借
り
受
け
た
農
地
等
を
含
め
て
、
適

格
な
「
受
け
手
」
に
そ
の
権
利
を
す

べ
て
処
分
し
て
経
営
移
譲
す
る
こ
と

が
必
要
で
す
。
た
だ
し
希
望
に
よ
り

自
留
地
と
し
て
十
彗
ま
で
は
手
元
に

残
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
処
分
の
方
法
は
、
農
地
法
の
手
続

き
に
よ
り
、
自
作
地
の
場
合
は
所
有

権
の
移
転
、
ま
た
は
十
年
以
上
の
使

用
収
益
権
の
設
定
を
す
る
こ
と
。

　
小
作
地
の
場
合
は
、
使
用
収
益
権

の
移
転
ま
た
は
返
還
を
し
た
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
に
な
っ
て

い
ま
す
。相

談
や
手
続
き
な
ど

詳
し
い
こ
と
を
知
り

た
い
か
た
は
…

市
役
所

市
民
生
活
課

年
金
係
へ

漉
訓
．
芦
、
蕃
〕
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飲
酒
運
転
追
放
の
市
民
運
動
が
盛

り
あ
が
っ
て
い
ま
す
。
飲
酒
運
転
を

追
放
す
る
に
は
警
察
当
局
の
取
締
も

さ
る
こ
と
な
が
ら
、
ま
ず
本
人
の
自

覚
を
う
な
が
す
の
が
一
番
大
切
で
す
。

　
家
庭
や
職
場
で
飲
酒
運
転
を
絶
対

に
し
な
い
、
さ
せ
な
い
と
い
う
気
運

を
全
市
を
あ
げ
て
盛
り
あ
げ
て
ゆ
き

ま
し
よ
う
。

　
地
区
交
通
安
全
協
会
を
中
心
に
し

て
、
飲
酒
運
転
追
放
の
決
議
や
申
し

合
せ
を
行
う
と
と
も
に
飲
酒
運
転
追

放
の
署
名
運
動
な
ど
を
行
い
ま
し
ょ

う
。
す
で
に
署
名
運
動
を
実
施
し
て

い
る
地
区
は
、
新
座
地
区
、
大
井
田

地
区
、
吉
田
地
区
、
第
四
支
部
（
学

校
町
、
昭
和
町
一
、
袋
町
、
高
田
町

一
．
二
）
、
中
条
中
町
、
伊
達
な
ど

で
意
欲
的
な
取
り
組
み
が
な
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
安
全
運
転
の
管
理
、
運
転
者
指
導

の
強
化
を
行
い
、
職
場
に
お
け
る
飲

酒
運
転
追
放
の
申
し
合
せ
や
決
議
、

飲
酒
の
伴
う
会
合
へ
車
で
行
か
な
い

申
し
合
せ
を
し
ま
し
ょ
う
。

　
家
族
ぐ
る
み
で
飲
酒
運
転
を
絶
対

に
し
な
い
、
さ
せ
な
い
話
し
合
い
を
実

施
し
、
飲
酒
を
と
も
な
う
忘
年
会
、

新
年
会
な
ど
に
は
車
の
運
転
を
し
て

行
か
せ
な
い
こ
と
や
、
自
動
車
や
バ

イ
ク
を
運
転
し
て
来
た
お
客
に
は
、

酒
類
を
絶
対
に
提
供
し
な
い
こ
と
を

徹
底
し
ま
し
ょ
う
。

踏
切
事
故
の
防
止
を

　
雪
の
季
節
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。

飯
山
線
で
は
、
線
路
の
雪
を
と
り
の

ぞ
く
た
め
、
ラ
ッ
セ
ル
や
ロ
ー
タ
リ

ー
車
の
出
動
回
数
が
多
く
な
り
ま
す
。

ま
た
、
冬
期
は
踏
切
周
辺
の
環
境
が

悪
化
し
ま
す
の
で
次
の
点
に
注
意
し

踏
切
事
故
を
防
止
し
ま
し
ょ
う
。

◆
踏
切
で
は
か
な
ら
ず
一
旦
停
止
と

　
安
全
確
認
の
励
行
を

◆
踏
切
の
通
行
は
急
が
ず
に

◆
踏
切
で
の
ギ
ヤ
チ
ェ
ン
ジ
は
エ
ン

　
ス
ト
の
原
因
に

◆
狭
い
踏
切
は
譲
り
あ
っ
て

◆
踏
切
板
や
し
ゃ
断
棒
が
て
っ
去
さ

　
れ
て
い
る
踏
切
に
は
特
に
注
意
を

　
市
農
業
委
員
会
で
は
、
毎
年
一
月

一
日
現
在
で
、
農
業
委
員
会
選
挙
人

名
簿
の
調
整
を
し
て
い
ま
す
。

　
農
業
委
員
の
選
挙
権
を
有
す
る
人

は
、
十
日
町
市
内
に
住
所
が
あ
り
、

五
十
六
年
三
月
三
十
一
日
現
在
で
、

満
二
十
歳
（
昭
和
三
十
六
年
四
月
一

日

以
前
に
生
ま
れ
た
人
）
に
な
り
、

次
の
条
件
を
備
え
た
人
で
す
。

日
、
十
ア
ー
ル
以
上
の
農
地
（
田
、

畑
）
の
耕
作
者
（
経
営
者
）
、
口
、

H
の
同
居
の
親
族
か
そ
の
配
偶
者
で

年
間
お
お
む
ね
六
十
日
以
上
耕
作
に

従
事
し
て
い
る
人
。

　
五
十
六
年
の
選
挙
人
名
簿
の
登
載

甲
請
書
を
各
地
区
の
農
事
連
絡
員
さ

ん
が
と
り
ま
と
め
を
し
て
い
ま
す
の

で
、
よ
ろ
し
く
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
来
年
は
農
業
委
員
改
選
の

年
に
当
り
ま
す
の
で
、
名
簿
記
載
の

際
は
、
登
載
も
れ
の
な
い
よ
う
に
特

に
．
こ
注
意
く
だ
さ
い
。

佐
藤
勝
己
さ
ん
に

［
諮
難
蹴
雛
］

　
市
内
伊
達
の
佐
藤
勝
己
さ
ん
は
、

こ
の
ほ
ど
、
長
年
の
国
土
緑
化
と
造

林
事
業
の
発
展
に
多
大
の
貢
献
が
あ

っ
た
と
し
て
、
新
潟
県
国
土
緑
化
推

進
委
員
会
委
員
長
賞
を
受
賞
し
ま
し

た
。

伺
統
計
功
労
表
彰
凹

　
市
は
、
先
に
行
わ
れ
た
統
計
調
査

で
次
の
表
彰
を
受
け
ま
し
た
。

　
内
閣
総
理
大
臣
表
彰

　
　
（
全
国
消
費
実
態
調
査
）

　
農
林
水
産
大
臣
表
彰

　
　
（
世
界
農
林
業
セ
ン
サ
ス
）

　
ま
た
、
次
の
団
体
、
個
人
の
皆
さ

ん
も
統
計
功
労
で
表
彰
を
受
け
ま
し

た
。

　
通
商
産
業
大
臣
表
彰

　
　
関
　
源
（
株
）

　
　
桐
屋
織
物
（
株
）

　
労
働
大
臣
表
彰

　
吉
沢
織
物
（
株
）

通
産
大
臣
官
房
調
査
統
計
部
長
表

彰　
小
野
塚
寿
一
（
関
源
）

　
岩
田
光
雄
（
桐
屋
織
物
）

　
古
川
金
弥
（
十
日
町
機
械
工
業
）

新
潟
県
統
計
協
会
総
裁
表
彰

　
田
口
勝
（
駅
通
り
）

伺
県
警
本
部
長
表
彰
凹

　
市
は
七
月
か
ら
九
月
ま
で
の
三
カ

月
間
行
わ
れ
た
交
通
安
全
ス
リ
ー
マ

ン
ス
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
期
間
中
に
、
創

意
と
工
夫
を
こ
ら
し
た
交
通
安
全
推

進
活
動
を
し
た
と
し
て
、
さ
る
十
二

月
一
日
、
県
警
本
部
長
表
彰
を
受
け

ま
し
た
。

農
業
委
員
会
に
も

　
　
汽
感
　
謝
　
状
凹

　
市
農
業
委
員
会
は
、
十
一
月
十
七

日
新
潟
市
で
開
か
れ
た
新
潟
県
農
業

者
年
金
大
会
の
席
上
、
農
業
者
年
金

事
業
を
積
極
的
に
推
進
し
た
と
し
て

農
業
者
年
金
基
金
か
ら
表
彰
さ
れ
ま

し
た
。
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医
術
、
薬
学
の
進
歩
や
疾
病
構
造
の
変
化
な
ど
に
よ
っ
て
、
国
保
会
計

は
年
々
大
型
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
五
十
年
度
に
十
億
七
千
万
余
り
だ
っ
た
の
が
五
十
四
年
度
に
は
、
十
七

億
八
千
万
円
余
り
と
六
十
六
新
、
七
億
円
も
増
大
し
て
い
ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険
で
は
、
国
保
財
政
の
実
態
を
知
っ
て
い
た
だ
き
、
家
庭

や
職
場
で
健
康
管
理
の
重
要
性
を
一
層
自
覚
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
今

年
九
月
に
入
院
、
通
院
、
歯
科
、
薬
局
の
診
療
を
受
け
た
人
に
、
医
療
費

が
ど
の
く
ら
い
か
か
っ
た
か
お
知
ら
せ
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
こ
の
ほ
ど
、
十
日
町
市
国
民
健
康

保
険
で
は
、
地
元
医
師
会
、
歯
科
医

師
会
の
協
力
を
得
て
、
今
年
の
九
月

の
一
ヵ
月
間
に
お
医
者
さ
ん
に
か
か

っ
た
家
庭
に
医
療
費
が
ど
の
く
ら
い

か
か
っ
た
か
お
知
ら
せ
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
国
保
加
入

の
皆
さ
ん
か
ら
医
療
費
の
実
際
を
知

っ
て
い
た
だ
き
、
国
民
健
康
保
険
財

政
の
し
く
み
に
つ
い
て
理
解
を
得
て
、

一
層
の
健
康
増
進
に
努
力
を
し
て
い

た
だ
く
た
め
で
す
。

医
療
費
ぼ
遜
蕪
間
藤

　
　
　
膿
論
張
％
闘
増
犬

　
わ
が
国
の
平
均
寿
命
は
年
々
伸
び

て
、
今
で
は
世
界
の
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス

に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
公
衆
衛
生

の
向
上
と
世
界
の
最
高
レ
ベ
ル
の
臨

床
医
学
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
、

そ
の
た
め
医
療
費
の
伸
び
は
所
得
の

伸
び
率
を
大
幅
に
上
回
り
、
市
の
国

保
会
計
も
年
々
大
型
予
算
に
な
っ
て

い
ま
す
。
し
か
も
、
予
算
総
額
の
九

十
五
新
は
医
療
費
等
給
付
費
で
占
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

　
最
近
の
当
市
の
国
保
の
医
療
費
の

動
向
を
み
て
み
る
と
、
昭
和
五
十
年

度
に
十
億
七
千
四
百
九
十
三
万
円

（
一
世
帯
当
り
、
十
七
万
二
千
九
百
五

十
八
円
）
で
あ
っ
た
も
の
が
、
五
十

四
年
度
に
は
、
十
七
億
八
千
六
百
五

十
九
万
円
（
一
世
帯
当
り
、
二
十
八

万
一
千
五
百
七
十
四
円
）
と
七
億
千

百
六
十
六
万
円
、
六
十
六
％
も
増
大

し
て
お
り
、
ま
も
な
く
二
十
億
円
の

大
台
に
達
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

医

に

　
皆
さ
ん
が
お
医
者
さ
ん
に
か
か
る

と
、
そ
の
医
療
費
の
七
割
と
自
己
負

担
分
の
三
割
が
三
万
九
千
円
を
超
え

た
高
額
療
養
費
を
国
民
健
康
保
険
が

負
担
し
て
い
ま
す
。
そ
の
財
源
は
、

国
や
県
の
補
助
金
で
五
十
七
％
、
残

り
の
四
十
三
％
が
皆
さ
ん
か
ら
納
め

て
い
た
だ
く
国
民
健
康
保
険
料
な
ど

に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
医
療
費
が
増
え
る
と
、
皆
さ
ん
か

ら
納
め
て
い
た
だ
く
国
保
保
険
料
も

引
き
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り

ま
す
。

ち
ょ

や
ヤカ一

㌧
‘

　
医
療
費
が
増
え
る
原
因
に
は
、
医

術
、
薬
学
の
進
歩
、
疾
病
構
造
の
変

化
な
ど
も
あ
り
ま
す
が
、
医
療
費
の

ム
ダ
使
い
と
思
わ
れ
る
も
の
も
多
く

見
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
ち
ょ
っ
と
し
た
心
構
え
や
考
え
方

が
、
医
療
費
の
節
約
に
も
つ
な
が
り

ま
す
。
た
と
え
ば
、
夜
間
、
休
日
や

決
め
ら
れ
た
診
療
時
間
外
に
診
療
を

受
け
る
と
割
増
料
金
が
加
算
に
な
り

ま
す
し
、
お
医
者
さ
ん
も
大
変
迷
惑

な
こ
と
で
す
、

自
　
私
達
は
誰
も
が
丈
夫
で
長
生
き
を

望
ん
で
い
ま
す
。
そ
れ
に
は
、
日
頃

か
ら
の
健
康
管
理
が
大
切
で
す
。

　
「
食
べ
る
、
か
ら
だ
を
動
か
す
、
休

養
す
る
」
こ
の
三
つ
は
健
康
を
つ
く

る
基
本
で
す
。
食
事
は
か
た
よ
り
な

く
、
良
く
か
ん
で
食
べ
、
腹
八
分
に

三
度
の
食
事
は
き
ち
ん
と
と
り
、
塩

辛
い
も
の
や
糖
分
は
ひ
か
え
目
に
し

て
、
植
物
性
の
油
を
豊
富
に
と
り
、

新
鮮
な
野
菜
、
果
物
、
海
草
類
を
と

る
よ
う
に
・
い
が
け
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
最
近
は
自
動
車
の
普
及
な

ど
で
と
か
く
運
動
不
足
に
な
り
が
ち

で
す
。
そ
の
た
め
に
、
頭
、
首
、
肩

か
ら
背
筋
、
腹
筋
、
腰
、
手
足
を
前

後
左
右
に
曲
げ
た
り
、
屈
伸
運
動
な

ど
を
毎
日
二
～
三
分
で
も
続
け
、
体

全
体
の
筋
肉
を
鍛
え
る
よ
う
に
心
が

け
た
い
も
の
で
す
。
ま
た
、
睡
眠
を

十
分
に
と
り
、
疲
労
回
復
に
努
め
る

こ
と
が
大
切
で
す
。
こ
れ
ら
の
積
み

重
ね
が
あ
っ
て
こ
そ
健
康
の
保
持
増

進
が
で
き
る
の
で
す
。

　
自
分
の
健
康
は
自
分
で
守
る
こ
と

が
大
切
で
す
。
私
達
の
健
康
に
つ
い

て
も
う
一
度
家
族
ぐ
る
み
で
考
え
て

み
ま
し
よ
う
。

出
藩
鎧

　
国
保
の
資
格
喪
失
届
を

　
出
稼
ぎ
に
行
っ
て
、
出
稼
ぎ
先
の

事
業
所
で
健
康
保
険
に
加
入
し
た
場

合
に
は
、
十
日
町
市
の
市
民
生
活
課

に
、
国
民
健
康
保
険
資
格
喪
失
届
を

し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
が
、
も
し
病
気
で
受
診
中
の
場
合

に
は
、
医
療
機
関
の
窓
口
に
も
、
新

し
い
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
を
出

し
て
く
だ
さ
い
。
も
し
、
病
院
に
保

険
の
変
っ
た
こ
と
を
知
ら
せ
な
い
で

診
療
を
受
け
て
い
る
と
、
今
ま
で
ど

お
り
国
保
に
医
療
費
の
請
求
が
き
て

し
ま
い
ま
す
の
で
未
届
の
か
た
は
至

急
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
出
稼
ぎ
先
か
ら
帰
っ
た
時

に
は
、
す
ぐ
に
国
民
健
康
保
険
に
加

入
の
手
続
き
を
し
て
い
た
だ
き
た
い

の
で
す
が
、
そ
の
場
合
に
も
受
診
中

の
か
た
は
、
病
院
の
窓
口
に
国
保
の

被
保
険
者
証
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

（7）”1”1”””lll”lll””1”llとお・ガ夢3誘」辺5ぜ価”IIll”””llllllII”1“1”III1””II“ll”ll（第3種郵便物認可）昭和55年12月25日

児
童
扶
養
・
特
別
児
童
扶
養
手
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
受
給
者
の
皆
さ
ん
へ

　
児
童
扶
養
、
特
別
児
童
扶
養
手
当

の
受
給
者
の
皆
さ
ん
が
、
預
入
期
間

一
年
の
定
期
預
金
、
定
期
貯
金
、
定

期
郵
便
貯
金
を
す
る
場
合
、
預
金
利

率
の
特
別
措
置
に
よ
っ
て
、
利
率
は
、

引
き
下
げ
前
の
年
利
、
七
・
七
五
％

に
据
置
き
に
な
っ
て
い
ま
す
。
預
入

れ
期
間
は
、
昭
和
五
十
五
年
十
二
月

一
日
か
ら
五
十
六
年
十
一
月
三
十
日

ま
で
で
す
。
預
入
れ
の
際
は
、
窓
口

に
手
当
証
書
を
提
示
し
て
下
さ
い
。

児
童
扶
養
手
当
と
は

　
こ
の
手
当
は
、
老
齢
福
祉
年
金
や

障
害
福
祉
年
金
な
ど
の
公
的
年
金
を

受
給
で
き
な
い
母
（
母
が
い
な
い
と

き
は
養
育
者
）
が
次
の
よ
う
な
児
童

を
監
護
し
て
い
る
場
合
に
支
給
さ
れ

ま
す
。

　
支
給
要
件

　
父
母
が
離
婚
し
た
児
童
、
父
が
死

亡
ま
た
は
行
方
不
明
の
児
童
、
父
が

法
律
に
定
め
ら
れ
た
程
度
の
障
害
が

あ
る
児
童
、
母
が
婚
姻
に
よ
ら
な
い

で
懐
胎
し
た
児
童
。

　
支
給
制
限

　
児
童
の
父
か
母
の
死
亡
に
よ
っ
て

支
給
さ
れ
る
公
的
年
金
が
あ
る
場
合

や
、
母
の
配
偶
者
に
養
育
さ
れ
て
い

る
と
き
な
ど
支
給
制
限
さ
れ
ま
す
。

　
所
得
制
限

　
手
当
の
受
給
者
か
受
給
者
の
扶
養

義
務
者
の
年
間
所
得
が
一
定
額
以
上

の
場
合
に
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
手
当
月
額

　
児
童
一
人
の
場
合
、
二
万
九
千
三

百
円
、
二
人
目
、
五
千
円
追
加
、
三

人
目
以
降
、
二
千
円
追
加
。

　
　
　
　
　
　
糞

日
赤
社
費
増
額
の
お
願
い

　
日
赤
社
費
に
つ
い
て
は
、
市
民
の

皆
さ
ん
の
ご
協
力
に
よ
っ
て
毎
年
多

大
な
成
果
を
あ
げ
て
き
ま
し
た
。

　
よ
せ
ら
れ
た
社
費
は
、
救
急
車
や

救
急
用
備
品
、
災
害
見
舞
金
品
、
献

血
事
業
な
ど
の
地
域
福
祉
に
役
立
て

て
き
ま
し
た
。

　
一
戸
当
り
の
社
費
は
、
四
十
五
年

以
来
三
百
円
で
進
め
て
き
ま
し
た
が
、

来
年
度
か
ら
は
一
戸
当
り
五
百
円
に

増
額
し
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

1
日
赤
十
日
町
市
地
区
1

氏　　　名 住　　　所 電話番号
村　山　栄　一

藤田つね子
為　　　　　　永
新　　　　　　保

5－2605
5－2419 躍域の粕談箇毯ば

小　林　昌　平
田　村　　　　賓

水　落　政　治

水　　　　　　口
漉　　　　　　野
二　　　　　　　子

5－2281
6－2027
6－2342 囁民蜀層董委貝蜀

吉田地区　　8名
斉　木　辰　　三 吉　田　山　谷 7－6766
林　　　　一　雄 小　泉　第　　1 7－8184

7－6618
氏　　　　　名 住　　　所 電話番号

川　崎　重　昭
柳　　　　ワ　カ

樽　　　　　　沢

北鐙坂第　1 7－6620 十目町地区　19名
保　坂　利　隆 南　　鐙　　坂 7－6903 本　田　雅　子 本町　1～上 2－2358
佐　野　好　平 高　島　第　　1 7－6987 佐　伯　幸　子 諏　　　訪　　　町 2－2966
尾身六郎治 鉢　　第　　　1 7－0626 島　田　久　蔵 本　　　町　　　5 2－2115
桑　原　一　郎 名　　　ケ　　山 7－6828 井　　口　拓　三 本町6～　2 7－2752

川治地区　11名 服部ナ　ミ　エ 袋　　　町　　　東 2－2865
玉　村　菖　作 川　治　中　町 7－5443 後　藤　唯　夫 高　田　町　　2 2－2424
竹　内　義　雄 川治下町第2 7－4792 樋口由紀子 高田町3～西 7－3226
長　津　　シ　ン 内　　　　　　後 7－4862 根津佐太郎 加賀糸屋町 2－2207
岡　村　芳　雄 北新田第2 7－6427 酒　井　梅　子 西　浦　町　東 7－2645
高橋清次郎 城之古第2 7－6558 根　津　　　　富 稲荷町3～東 2－2235
樋　ロ　　ト　ミ 山　本　町　　5 2－3903 平　野　喜　穫 八　幡　田　町 7－8347

滝沢三知子 寿　　　町　　　3 7－8116 庭　野　シ　ゲ 田　中　町　西 2－2855

高橋はるゑ 高　山　第　　3 7－8749 田　ロ　セ　ッ子 田中町本通り
　　　●

7－8139
田　川　　正　　三 高田町3～南 2－2596 西　野　幸　雄 田　川　　町　　3 7－8339
服　部　寅　治 笹　　　之　　　沢 7－0879 中　林　フ　ミ 千　代　田　町 2－2691
斉　木　浩　平 孕　　　　　　石 7－9541 庭　野　宏　平 江　　　　　　道 2－3408

六箇地区　　4名 高橋好一郎 大　　　　　　池 7－3655
南雲袈栄吉 中　　　　　村 7－1085 大　嶋　仁　作 新　座　第　　1 7－1304

福崎健太郎 田　　　　　　麦 2－2574 庭　野　一　義 本町7～　2 7－4657
徳　永　重　光 船　　　　　　坂 7－5958 中条地区　　11名
桑　原　計　利 塩　　　之　　　又 2－2236 太　田　栄　策 四日町新田第3 7－0044

水沢地区　ユ2名 池　田　　リ　ツ 四日町第　1 7－2507
高野長一郎 水　沢　第　　1 8－2833 高橋ハマ子 中　条　八　幡 2－3281
山　ロ　ー　義 馬　場　第　　2 8－2172 和　田　　　　悦 中　条　上　町 2－3028
上　村　順　平 太田島第2 8－2040 中林秀一郎 中　条　中　町 7－0211
武田　ツ　ネ子 土　市　第　　1 8－2127 和　田　正　市 峠 7－6694
金　沢　千　枝 新　宮　第　　1 8－2515 池　田　徹　男 轟　　　　　　木 7－7277
村　山　　リ　ン 伊　達　第　　3 8－2768 大　津　　　　久 魚　之　田　川 2－3394
宮　沢　幹　夫 ノj・　　黒　　　沢 8－2392 野　上　武　衛 山　　新　　　田 7－7357
保　坂　三　明 姿　　第　　　1 8－3565 大　津　文　夫 三　　　ツ　　　山 7－7527
飯塚孫太郎 水沢市之沢 8－2852 當　重　益　郎 東　枯　木　又 7－7489
熊　木　　　　隆 大　　　　　　石 8－3655 下条地区　　7名
村　山　行　作 野　　　　　　中 8－3458 生　越　正　信 上新田第2 5－2506
井　　口　　三　　郎 細　　　　　　　尾 8－3513 村　　山　嘉　一 岩　　　　　　野 5－2263

　躍域の糟護箇毯ば

囁民蜀層箪委貝饗
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医
術
、
薬
学
の
進
歩
や
疾
病
構
造
の
変
化
な
ど
に
よ
っ
て
、
国
保
会
計

は
年
々
大
型
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
五
十
年
度
に
十
億
七
千
万
余
り
だ
っ
た
の
が
五
十
四
年
度
に
は
、
十
七

億
八
千
万
円
余
り
と
六
十
六
新
、
七
億
円
も
増
大
し
て
い
ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険
で
は
、
国
保
財
政
の
実
態
を
知
っ
て
い
た
だ
き
、
家
庭

や
職
場
で
健
康
管
理
の
重
要
性
を
一
層
自
覚
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
今

年
九
月
に
入
院
、
通
院
、
歯
科
、
薬
局
の
診
療
を
受
け
た
人
に
、
医
療
費

が
ど
の
く
ら
い
か
か
っ
た
か
お
知
ら
せ
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
こ
の
ほ
ど
、
十
日
町
市
国
民
健
康

保
険
で
は
、
地
元
医
師
会
、
歯
科
医

師
会
の
協
力
を
得
て
、
今
年
の
九
月

の
一
ヵ
月
間
に
お
医
者
さ
ん
に
か
か

っ
た
家
庭
に
医
療
費
が
ど
の
く
ら
い

か
か
っ
た
か
お
知
ら
せ
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
国
保
加
入

の
皆
さ
ん
か
ら
医
療
費
の
実
際
を
知

っ
て
い
た
だ
き
、
国
民
健
康
保
険
財

政
の
し
く
み
に
つ
い
て
理
解
を
得
て
、

一
層
の
健
康
増
進
に
努
力
を
し
て
い

た
だ
く
た
め
で
す
。

医
療
費
ぼ
遜
蕪
間
藤

　
　
　
膿
論
張
％
闘
増
犬

　
わ
が
国
の
平
均
寿
命
は
年
々
伸
び

て
、
今
で
は
世
界
の
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス

に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
公
衆
衛
生

の
向
上
と
世
界
の
最
高
レ
ベ
ル
の
臨

床
医
学
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
、

そ
の
た
め
医
療
費
の
伸
び
は
所
得
の

伸
び
率
を
大
幅
に
上
回
り
、
市
の
国

保
会
計
も
年
々
大
型
予
算
に
な
っ
て

い
ま
す
。
し
か
も
、
予
算
総
額
の
九

十
五
新
は
医
療
費
等
給
付
費
で
占
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

　
最
近
の
当
市
の
国
保
の
医
療
費
の

動
向
を
み
て
み
る
と
、
昭
和
五
十
年

度
に
十
億
七
千
四
百
九
十
三
万
円

（
一
世
帯
当
り
、
十
七
万
二
千
九
百
五

十
八
円
）
で
あ
っ
た
も
の
が
、
五
十

四
年
度
に
は
、
十
七
億
八
千
六
百
五

十
九
万
円
（
一
世
帯
当
り
、
二
十
八

万
一
千
五
百
七
十
四
円
）
と
七
億
千

百
六
十
六
万
円
、
六
十
六
％
も
増
大

し
て
お
り
、
ま
も
な
く
二
十
億
円
の

大
台
に
達
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

医

に

　
皆
さ
ん
が
お
医
者
さ
ん
に
か
か
る

と
、
そ
の
医
療
費
の
七
割
と
自
己
負

担
分
の
三
割
が
三
万
九
千
円
を
超
え

た
高
額
療
養
費
を
国
民
健
康
保
険
が

負
担
し
て
い
ま
す
。
そ
の
財
源
は
、

国
や
県
の
補
助
金
で
五
十
七
％
、
残

り
の
四
十
三
％
が
皆
さ
ん
か
ら
納
め

て
い
た
だ
く
国
民
健
康
保
険
料
な
ど

に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
医
療
費
が
増
え
る
と
、
皆
さ
ん
か

ら
納
め
て
い
た
だ
く
国
保
保
険
料
も

引
き
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り

ま
す
。

ち
ょ

や
ヤカ一

㌧
‘

　
医
療
費
が
増
え
る
原
因
に
は
、
医

術
、
薬
学
の
進
歩
、
疾
病
構
造
の
変

化
な
ど
も
あ
り
ま
す
が
、
医
療
費
の

ム
ダ
使
い
と
思
わ
れ
る
も
の
も
多
く

見
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
ち
ょ
っ
と
し
た
心
構
え
や
考
え
方

が
、
医
療
費
の
節
約
に
も
つ
な
が
り

ま
す
。
た
と
え
ば
、
夜
間
、
休
日
や

決
め
ら
れ
た
診
療
時
間
外
に
診
療
を

受
け
る
と
割
増
料
金
が
加
算
に
な
り

ま
す
し
、
お
医
者
さ
ん
も
大
変
迷
惑

な
こ
と
で
す
、

自
　
私
達
は
誰
も
が
丈
夫
で
長
生
き
を

望
ん
で
い
ま
す
。
そ
れ
に
は
、
日
頃

か
ら
の
健
康
管
理
が
大
切
で
す
。

　
「
食
べ
る
、
か
ら
だ
を
動
か
す
、
休

養
す
る
」
こ
の
三
つ
は
健
康
を
つ
く

る
基
本
で
す
。
食
事
は
か
た
よ
り
な

く
、
良
く
か
ん
で
食
べ
、
腹
八
分
に

三
度
の
食
事
は
き
ち
ん
と
と
り
、
塩

辛
い
も
の
や
糖
分
は
ひ
か
え
目
に
し

て
、
植
物
性
の
油
を
豊
富
に
と
り
、

新
鮮
な
野
菜
、
果
物
、
海
草
類
を
と

る
よ
う
に
・
い
が
け
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
最
近
は
自
動
車
の
普
及
な

ど
で
と
か
く
運
動
不
足
に
な
り
が
ち

で
す
。
そ
の
た
め
に
、
頭
、
首
、
肩

か
ら
背
筋
、
腹
筋
、
腰
、
手
足
を
前

後
左
右
に
曲
げ
た
り
、
屈
伸
運
動
な

ど
を
毎
日
二
～
三
分
で
も
続
け
、
体

全
体
の
筋
肉
を
鍛
え
る
よ
う
に
心
が

け
た
い
も
の
で
す
。
ま
た
、
睡
眠
を

十
分
に
と
り
、
疲
労
回
復
に
努
め
る

こ
と
が
大
切
で
す
。
こ
れ
ら
の
積
み

重
ね
が
あ
っ
て
こ
そ
健
康
の
保
持
増

進
が
で
き
る
の
で
す
。

　
自
分
の
健
康
は
自
分
で
守
る
こ
と

が
大
切
で
す
。
私
達
の
健
康
に
つ
い

て
も
う
一
度
家
族
ぐ
る
み
で
考
え
て

み
ま
し
よ
う
。

出
藩
鎧

　
国
保
の
資
格
喪
失
届
を

　
出
稼
ぎ
に
行
っ
て
、
出
稼
ぎ
先
の

事
業
所
で
健
康
保
険
に
加
入
し
た
場

合
に
は
、
十
日
町
市
の
市
民
生
活
課

に
、
国
民
健
康
保
険
資
格
喪
失
届
を

し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
が
、
も
し
病
気
で
受
診
中
の
場
合

に
は
、
医
療
機
関
の
窓
口
に
も
、
新

し
い
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
を
出

し
て
く
だ
さ
い
。
も
し
、
病
院
に
保

険
の
変
っ
た
こ
と
を
知
ら
せ
な
い
で

診
療
を
受
け
て
い
る
と
、
今
ま
で
ど

お
り
国
保
に
医
療
費
の
請
求
が
き
て

し
ま
い
ま
す
の
で
未
届
の
か
た
は
至

急
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
出
稼
ぎ
先
か
ら
帰
っ
た
時

に
は
、
す
ぐ
に
国
民
健
康
保
険
に
加

入
の
手
続
き
を
し
て
い
た
だ
き
た
い

の
で
す
が
、
そ
の
場
合
に
も
受
診
中

の
か
た
は
、
病
院
の
窓
口
に
国
保
の

被
保
険
者
証
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

（7）”1”1”””lll”lll””1”llとお・ガ夢3誘」辺5ぜ価”IIll”””llllllII”1“1”III1””II“ll”ll（第3種郵便物認可）昭和55年12月25日

児
童
扶
養
・
特
別
児
童
扶
養
手
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
受
給
者
の
皆
さ
ん
へ

　
児
童
扶
養
、
特
別
児
童
扶
養
手
当

の
受
給
者
の
皆
さ
ん
が
、
預
入
期
間

一
年
の
定
期
預
金
、
定
期
貯
金
、
定

期
郵
便
貯
金
を
す
る
場
合
、
預
金
利

率
の
特
別
措
置
に
よ
っ
て
、
利
率
は
、

引
き
下
げ
前
の
年
利
、
七
・
七
五
％

に
据
置
き
に
な
っ
て
い
ま
す
。
預
入

れ
期
間
は
、
昭
和
五
十
五
年
十
二
月

一
日
か
ら
五
十
六
年
十
一
月
三
十
日

ま
で
で
す
。
預
入
れ
の
際
は
、
窓
口

に
手
当
証
書
を
提
示
し
て
下
さ
い
。

児
童
扶
養
手
当
と
は

　
こ
の
手
当
は
、
老
齢
福
祉
年
金
や

障
害
福
祉
年
金
な
ど
の
公
的
年
金
を

受
給
で
き
な
い
母
（
母
が
い
な
い
と

き
は
養
育
者
）
が
次
の
よ
う
な
児
童

を
監
護
し
て
い
る
場
合
に
支
給
さ
れ

ま
す
。

　
支
給
要
件

　
父
母
が
離
婚
し
た
児
童
、
父
が
死

亡
ま
た
は
行
方
不
明
の
児
童
、
父
が

法
律
に
定
め
ら
れ
た
程
度
の
障
害
が

あ
る
児
童
、
母
が
婚
姻
に
よ
ら
な
い

で
懐
胎
し
た
児
童
。

　
支
給
制
限

　
児
童
の
父
か
母
の
死
亡
に
よ
っ
て

支
給
さ
れ
る
公
的
年
金
が
あ
る
場
合

や
、
母
の
配
偶
者
に
養
育
さ
れ
て
い

る
と
き
な
ど
支
給
制
限
さ
れ
ま
す
。

　
所
得
制
限

　
手
当
の
受
給
者
か
受
給
者
の
扶
養

義
務
者
の
年
間
所
得
が
一
定
額
以
上

の
場
合
に
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
手
当
月
額

　
児
童
一
人
の
場
合
、
二
万
九
千
三

百
円
、
二
人
目
、
五
千
円
追
加
、
三

人
目
以
降
、
二
千
円
追
加
。

　
　
　
　
　
　
糞

日
赤
社
費
増
額
の
お
願
い

　
日
赤
社
費
に
つ
い
て
は
、
市
民
の

皆
さ
ん
の
ご
協
力
に
よ
っ
て
毎
年
多

大
な
成
果
を
あ
げ
て
き
ま
し
た
。

　
よ
せ
ら
れ
た
社
費
は
、
救
急
車
や

救
急
用
備
品
、
災
害
見
舞
金
品
、
献

血
事
業
な
ど
の
地
域
福
祉
に
役
立
て

て
き
ま
し
た
。

　
一
戸
当
り
の
社
費
は
、
四
十
五
年

以
来
三
百
円
で
進
め
て
き
ま
し
た
が
、

来
年
度
か
ら
は
一
戸
当
り
五
百
円
に

増
額
し
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

1
日
赤
十
日
町
市
地
区
1

氏　　　名 住　　　所 電話番号
村　山　栄　一

藤田つね子
為　　　　　　永
新　　　　　　保

5－2605
5－2419 躍域の粕談箇毯ば

小　林　昌　平
田　村　　　　賓

水　落　政　治

水　　　　　　口
漉　　　　　　野
二　　　　　　　子

5－2281
6－2027
6－2342 囁民蜀層董委貝蜀

吉田地区　　8名
斉　木　辰　　三 吉　田　山　谷 7－6766
林　　　　一　雄 小　泉　第　　1 7－8184

7－6618
氏　　　　　名 住　　　所 電話番号

川　崎　重　昭
柳　　　　ワ　カ

樽　　　　　　沢

北鐙坂第　1 7－6620 十目町地区　19名
保　坂　利　隆 南　　鐙　　坂 7－6903 本　田　雅　子 本町　1～上 2－2358
佐　野　好　平 高　島　第　　1 7－6987 佐　伯　幸　子 諏　　　訪　　　町 2－2966
尾身六郎治 鉢　　第　　　1 7－0626 島　田　久　蔵 本　　　町　　　5 2－2115
桑　原　一　郎 名　　　ケ　　山 7－6828 井　　口　拓　三 本町6～　2 7－2752

川治地区　11名 服部ナ　ミ　エ 袋　　　町　　　東 2－2865
玉　村　菖　作 川　治　中　町 7－5443 後　藤　唯　夫 高　田　町　　2 2－2424
竹　内　義　雄 川治下町第2 7－4792 樋口由紀子 高田町3～西 7－3226
長　津　　シ　ン 内　　　　　　後 7－4862 根津佐太郎 加賀糸屋町 2－2207
岡　村　芳　雄 北新田第2 7－6427 酒　井　梅　子 西　浦　町　東 7－2645
高橋清次郎 城之古第2 7－6558 根　津　　　　富 稲荷町3～東 2－2235
樋　ロ　　ト　ミ 山　本　町　　5 2－3903 平　野　喜　穫 八　幡　田　町 7－8347

滝沢三知子 寿　　　町　　　3 7－8116 庭　野　シ　ゲ 田　中　町　西 2－2855

高橋はるゑ 高　山　第　　3 7－8749 田　ロ　セ　ッ子 田中町本通り
　　　●

7－8139
田　川　　正　　三 高田町3～南 2－2596 西　野　幸　雄 田　川　　町　　3 7－8339
服　部　寅　治 笹　　　之　　　沢 7－0879 中　林　フ　ミ 千　代　田　町 2－2691
斉　木　浩　平 孕　　　　　　石 7－9541 庭　野　宏　平 江　　　　　　道 2－3408

六箇地区　　4名 高橋好一郎 大　　　　　　池 7－3655
南雲袈栄吉 中　　　　　村 7－1085 大　嶋　仁　作 新　座　第　　1 7－1304

福崎健太郎 田　　　　　　麦 2－2574 庭　野　一　義 本町7～　2 7－4657
徳　永　重　光 船　　　　　　坂 7－5958 中条地区　　11名
桑　原　計　利 塩　　　之　　　又 2－2236 太　田　栄　策 四日町新田第3 7－0044

水沢地区　ユ2名 池　田　　リ　ツ 四日町第　1 7－2507
高野長一郎 水　沢　第　　1 8－2833 高橋ハマ子 中　条　八　幡 2－3281
山　ロ　ー　義 馬　場　第　　2 8－2172 和　田　　　　悦 中　条　上　町 2－3028
上　村　順　平 太田島第2 8－2040 中林秀一郎 中　条　中　町 7－0211
武田　ツ　ネ子 土　市　第　　1 8－2127 和　田　正　市 峠 7－6694
金　沢　千　枝 新　宮　第　　1 8－2515 池　田　徹　男 轟　　　　　　木 7－7277
村　山　　リ　ン 伊　達　第　　3 8－2768 大　津　　　　久 魚　之　田　川 2－3394
宮　沢　幹　夫 ノj・　　黒　　　沢 8－2392 野　上　武　衛 山　　新　　　田 7－7357
保　坂　三　明 姿　　第　　　1 8－3565 大　津　文　夫 三　　　ツ　　　山 7－7527
飯塚孫太郎 水沢市之沢 8－2852 當　重　益　郎 東　枯　木　又 7－7489
熊　木　　　　隆 大　　　　　　石 8－3655 下条地区　　7名
村　山　行　作 野　　　　　　中 8－3458 生　越　正　信 上新田第2 5－2506
井　　口　　三　　郎 細　　　　　　　尾 8－3513 村　　山　嘉　一 岩　　　　　　野 5－2263

　躍域の糟護箇毯ば

囁民蜀層箪委貝饗



N
N
、
、

曾（第3種郵便物認可）昭和55年12月25目II”II”””“”“II””1”“”“1“1”llll””とおガ夢3∂『」田5だ』阪1”“”川”””1”lll”（8）

、“
、』9

期室／
’

　
屋
外
ス
ポ
ー
ツ
シ
ー
ズ
ン
も
終
わ

り
、
冬
は
屋
内
ス
ポ
ー
ツ
が
盛
ん
に

行
わ
れ
て
い
ま
す
。
市
庭
球
協
会
で

は
、
次
の
要
網
に
よ
り
、
テ
ニ
ス
教

室
の
参
加
者
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

■
参
加
資
格

　
中
学
生
・
小
学
校
高
学
年

■
会
場

　
十
日
町
市
民
体
育
館
（
学
校
町
二
）

■
期
間

　
昭
和
五
十
五
年
十
二
月
か
ら
、
昭

和
五
十
六
年
四
月
末
ま
で

■
時
間

○
男
子
…
…
毎
週
月
曜
日
午
後
五
時

半
か
ら
七
時
半
ま
で

○
女
子
…
…
毎
週
木
曜
日
午
後
五
時

半
か
ら
七
時
半
ま
で

■
会
費

　
一
人
－
千
円
（
傷
害
保
険
加
入
、

ボ
ー
ル
代
と
し
て
）

■
講
師

　
横
山
保
（
十
実
教
諭
）
ほ
か
庭
球

協
会
員

■
後
援
　
十
日
町
市
教
育
委
員
会

■
申
込
先

　
十
日
町
実
業
高
校
内
、
高
橋
洋
一

さ
ん
か
ま
た
は
、
会
場
に
直
接
ど
う

ぞ
。
（
会
費
を
持
参
の
う
え
）

★
基
礎
体
力
に
プ
ラ
ス
し
て
、
基
本

技
術
を
冬
期
間
に
修
得
で
き
た
ら
、

雪
消
え
と
共
に
白
球
を
追
っ
て
コ
ー

ト
を
走
り
ま
わ
れ
る
は
ず
で
す
。

砂
防
事
業
㎜
年
記
念
写
真
を
募
集

　
明
治
十
四
年
に
砂
防
事
業
が
始
ま

り
・
百
年
が
経
過
し
ま
し
た
。
新
潟

県
で
は
こ
れ
を
記
念
し
て
い
ろ
い
ろ

な
催
し
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
一
環
と
し
て
砂
防
関
係
の
写

真
を
募
集
し
、
展
示
会
を
開
催
い
た

し
ま
す
の
で
、
次
の
要
項
に
よ
り
多

数
ご
応
募
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
し

ま
す
。

●
内
容
　
砂
防
、
地
す
べ
り
、
急
傾

斜
地
に
関
す
る
も
の
。

●
〆
切
　
昭
和
五
十
六
年
四
月
三
十

日
ま
で
。

●
規
格
　
四
ツ
切
以
上
（
白
黒
、
カ

ラ
ー
ど
ち
ら
で
も
可
）

●
提
出
先
　
県
土
木
部
砂
防
課
（
〒

九
五
一
　
新
潟
市
学
校
町
一
の
六
百

二
番
地
）
ま
た
は
、
土
木
事
務
所
（
〒

九
四
八
　
十
日
町
市
妻
有
町
）
へ
。

愚
自
衛
官
募
集
愚

　
防
衛
庁
で
は
〃
陸
・
海
・
空
”
の

自
衛
官
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　
申
込
み
や
問
い
合
わ
せ
は
、
自
衛

隊
長
岡
出
張
所
（
台
〇
二
五
八
－
三

三
ー
〇
二
五
六
番
）
ま
た
は
、
市
役

所
市
民
生
活
課
市
民
係
（
8
七
－
三

一
二
番
内
線
二
二
〇
）
へ
。

第32回雪まつり　瞳璽塾

～ふるさとからのメッセージ～

晶歯目の

申込みを受付中です

　第32回十日町雪まつりは、来年2月
14日（ガ・15日（日）の2日間、開催されま

すが、雪まつり委員会（会長諸里正典）

では、前回の雪の芸術作品づくりに参

加された54の団体を上回る数にと、今

から意気込んでいます。

　雪の芸術作品の参加申込みは現在受

付中ですので、市役所経済部商工課雪

まつり事務局（87－3111番内線266）

へお問い合わせください。

博物館資料
　あサがとう、ご彰黛講鰻轟

　　　　　く愈縄絨嫡募悲藏海、）

庭
野
歪
好
（
江
道
）
、
．
・

小
懸
壕
拳
驚
（
松
之
幽
町
》

灘
醤
霜
郎
淑
安
養
寺
〉

辻
融
栄
市
（
箕
面
毒
）

野
上
穣
　
禽
亀
、
』

籍
壌
弘
文
（
麻
畑
）

戯
懸
蕉
央
（
田
州
町
じ
蹴

液
形
昭
蝋
（
東
京
東
池
袋
）

、
擬
麗
久
平
（
南
新
撮
町
）

大
久
保
健
八
新
座
）

曹
根
武
　
竈
谷
）

水
落
亮
順
、
（
中
条
菅
沼
）
、
．

楼
摩
毒
湊
麟
｛
薪
水
）
、
．
．
．

滝
沢
鍵
郎
．
（
瞬
欝
獲
禰
鱒

［
職
聖
聯
蔀
（
大
導
、
諜

欝
叛
蓬
隆
（
曜
和
欝
蓬
騰
、
｛

、
籍
燐
健
騨
郎
（
碑
愛
矯
．
、
、
F

、
、
俵
山
弦
．
撒
｛
ニ
ツ
趨
）
「
、
，

！
難
ケ
欝
聾
萌
寡
土
越
欝
）
；

駕
麟
串
驚
｛
園
中
群
本
通
燐
澤

鍔
部
進
、
霧
嘗
町
）
、
，
、
。

て
龍
慧
鍛
篠
牽
繊
驚
曳
震
、

ド
欝
部
隆
治
ん
華
代
海
町
）
賛

滋
穆
理
吉
，
、
騰
詫
新
鶏
）

欝
纏
癩
糖
，
繕
藤
壌
謙

，
．
驚
煙
欝
澱
龍
糠
趨
．
’

毒
村
鍛
騨
轍
鶏
嚇
轡
）
。

、
上
村
政
隆
バ
諸
新
譲
樵
、

盛
縄
泰
龍
禽
灘
擁
、
蒙

出
本
嚢
麟
．
（
中
条
中
鞭
）

　
　
　
　
　
　
　
ギ
し
ヤ
　
　
じ
　
　
　
　
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㎜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
帽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
隙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
脚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
輪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鍛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
撒

．
麟
綴
欝
讐
諮
繍
鱗
樋
鶏
鶯

、
髄
綿
、
畿
叢
溝
講

雛
．
継
篠
藤
難
蟻
．
雛
露
和
蟹
蕊

☆
滋
欝
瑛
蕪
熊
欝
鰻
照
．
㎜

　
．
欝
欝
簿
舗
憾
雛
灘
鞍
㌶
認

　
、
馨
犠
瀦
雛
，
．
心
雛
羅
騨
，
壽
．
、
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鰯瓢講蝶繭瞬欝縷

　
自
動
車
文
庫
“
こ
だ
ま
号
”
の
巡

回
は
、
十
一
月
末
を
も
っ
て
終
了
し

ま
し
た
が
、
今
年
も
次
の
と
こ
ろ
に

貸
出
文
庫
を
設
置
し
ま
し
た
。

　
寒
い
冬
の
コ
タ
ツ
の
中
で
本
を
読

む
こ
と
も
楽
し
い
も
の
で
す
。

　
ど
う
ぞ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

〔
配
本
所
〕
ー
太
字
が
冬
季
貸
出

文
庫
。
そ
れ
以
外
は
通
年
の
も
の
。

国
圓
囲
（
岩
野
）
岩
野
ク
3
、

（
上
新
田
）
上
新
田
分
館
、
（
漉
野
）

生
活
改
善
セ
ン
タ
レ
、
　
（
水
ロ
）
水

口
公
民
館
　
　
（
願
入
）
願
入
冬
季
分

　
毎
日
新
聞
社
で
は
高
校
卒
業
者
（
見

込
者
）
を
対
象
に
新
聞
配
達
を
し
な

が
ら
、
自
力
で
進
学
で
き
る
奨
学
生

制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。

　
現
在
、
五
十
六
年
度
生
を
募
集
し

て
い
ま
す
．
詳
し
い
案
内
書
を
希
望

の
か
た
は
左
記
に
、
氏
名
、
住
所
、

電
話
番
号
を
書
き
添
え
て
申
込
み
を
。

　
〒
一
六
〇
　
新
宿
区
大
久
保
三
！

十
四
－
四
　
毎
日
新
聞
社
早
稲
田
別

館
内
毎
日
育
英
会
K
係
（
奮
〇
三
－

二
〇
九
i
一
七
七
一
番
）
へ
。

校
、
　
（
下
条
本
町
）
下
条
保
育
所
、

肉
圓
圏
（
六
箇
山
谷
）
柳
義
夫

宅
、
　
（
船
坂
）
船
坂
冬
季
分
校
、

　
（
塩
ノ
又
）
塩
ノ
又
分
校
、
　
（
ニ
ツ

屋
）
俵
山
弘
宅

國
圃
圓
（
東
枯
木
又
）
山
田
房

吉
宅
、
　
（
三
ツ
山
）
稲
原
分
館
、
（
西

枯
木
又
）
春
川
善
七
宅
、
　
（
池
谷
）

大
島
誠
次
宅
、
　
（
宇
田
ケ
沢
）
水
落

留
吉
宅

困
園
圏
（
大
黒
沢
）
宮
沢
正
憲

宅
、
　
（
伊
達
）
伊
達
公
会
堂
、
　
（
馬

場
）
馬
場
小
学
校
、
　
（
新
宮
）
村
山

千
玄
宅
、
　
（
姿
）
姿
公
民
館
、
　
（
大

黒
沢
V
森
の
保
育
園
、
　
（
土
市
）
水

沢
保
育
所
、
　
（
珠
川
）
珠
田
分
校
、

（
野
中
）
野
中
小
学
校

固
閲
圏
（
富
町
三
南
）
＋

日
町
保
健
所
、
　
（
西
本
町
）
西
保
育

所
　
　
（
学
校
町
二
）
十
日
町
保
育
所

㎜
園
囲
（
関
根
）
湯
川
輪
店
、

（
城
之
古
）
城
之
古
公
民
館
、
　
（
川

治
上
町
）
川
治
保
育
所
、
（
錦
町
二
）

高
山
保
育
所

圏
圏
圏
（
赤
倉
）
赤
倉
分
校

　
（
江
道
）
開
発
セ
ン
タ
ー
、
（
津
池
）

津
池
冬
季
分
校

圓
圃
囲
（
市
之
沢
）
佐
藤
友
三

郎
宅
、
　
（
北
原
）
北
原
保
育
所

　
（
尾
崎
）
む
つ
み
合
所

團
　
（
名
ケ
山
）
小
海
勝
誠

宅
、
　
（
高
島
）
涌
井
哲
司
宅
、
　
（
吉

田
山
谷
）
藤
巻
功
宅
、
　
（
稲
葉
）
丸

山
孝
一
宅
、
　
（
南
鐙
坂
V
鐙
島
保
育

所

　
　
　
ゆ
ず
り
ま
す
・
ゆ
ず
つ
て
く
だ
さ
い

◆
1
2
月
1
5
日
ま
で
の
受
付
分
（
希
望
者
は
市
役
所
経
済
部
商
工
課
内
消
費
者
協
会
へ
）

ゆ
　
ず

り
　
ま
　
す

ゆ
ず
っ
て
く
だ
さ
い

品
　
　
　
名

規
　
格

望
価
格

品
　
　
　
名

規
　
格

希
望
価
格

テ
レ
ビ
野
球
ゲ
ー
ム

中
　
　
古

一
万
円
位

ヤ
マ
ハ
G
T
50
㏄

旧
　
型

相
談
で

こ
た
つ
や
ぐ
ら

（
3
尺
）

〃

相
談
で

婦
人
用
自
転
車

中
　
　
古

〃

大
人
サ
イ
ク
リ
ン
グ
車

（
5
段
変
速
）

53

年
型

一
万
円

子
供
用
鉄
棒

〃

〃

女
子
用
自
転
車

（
小
学
生
用
）

中
　
　
古

無
　
料

す
　
べ
　
り
　
台

（
二
m
位
㌧

〃

三
千
円

ク
リ
ン
ヒ
ー
タ
ー

（
1
5
～
24
帖
用
）

〃

十
一
万
円

フ
ォ
ー
ク
ギ
タ
ー

〃

五
千
円

マ
マ
ー
コ
ー
ト

（
ケ
ー
ブ
付
）

3
回
使
用

五
千
円

ス
　
　
　
キ
　
　
　
i

（
中
学
生
女
子
用
）

〃

一
万
円
位

r十日町の

人に

★
砂
丘
で
有
名
な
鳥
取
か
ら
、

ば
る
策
内
塚
田
の
大
熊
修
さ
ん

社
員
〉
の
と
こ
ろ
に
嫁
い
で
来
た
、

真
理
子
さ
ん
（
二
十
六
歳
〉
で
す
。

★
お
二
人
は
、
京
都
で
大
学
時
代
に

ア
ル
バ
イ
ト
先
が
岡
じ
だ
っ
た
こ
と

そ
し
て
、
趣
味
！
ジ
ャ
ズ
ー
が

共
通
し
て
い
た
こ
と
か
ら
知
り
合
い

昨
年
の
秋
に
、
、
3
ー
ル
イ
ン
し
ま
し

だ
。★

鳥
取
市
は
、
冬
は
あ
ま
り
雪
も
降

ら
な
い
と
こ
ろ
。
降
っ
て
も
五
十
セ

ン
チ
く
ら
い
で
、
そ
れ
で
も
学
校
が

　
　
　
　
も

休
校
に
な
る
と
か
。

「
朝
、
昌
を
さ
ま
し
て
外
を
見
た
ら
、

雪
が
一
㌶
近
く
つ
も
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
時
は
F
、
本
当
に
お
ど
ろ
き
ま
し

覧簑帥条如なりました』
（は　　大熊真理子さん
会る　鴫聯から一　〔8〕

た
。
」

★
こ
の
十
日
町
と
い
う
と
こ
ろ
に
つ

い
て
は
、
コ
年
中
を
通
し
て
、
私

は
春
と
秋
が
好
き
で
す
。
；
一
…
そ
れ

と
あ
求
ガ
関
係
な
い
こ
と
か
も
知
れ

ま
せ
ん
が
．
こ
こ
は
、
　
か
工
事
穿
が

多
い
と
こ
ろ
で
す
ね
。
ど
こ
も
か
し

こ
も
道
路
工
事
中
の
標
識
が
あ
っ
て
、

ど
う
に
か
な
ら
な
い
ん
で
す
か
ね
。

　
そ
れ
か
ら
、
塚
田
に
も
早
く
消
雪
・

パ
イ
プ
を
し
て
も
ら
い
た
い
で
す
。
」

★
大
熊
さ
ん
の
家
は
、
牛
乳
屋
さ
ん
。

「
牛
乳
が
す
ぐ
そ
こ
に
あ
る
と
思
う

と
あ
ま
り
飲
め
な
い
ん
で
す
よ
。
」
と

月
末
の
赤
ち
や
ん
誕
生
を
前
に
、
机

に
む
か
っ
て
伝
票
の
整
理
を
し
て
い

る
の
が
、
印
象
的
で
し
た
。
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屋
外
ス
ポ
ー
ツ
シ
ー
ズ
ン
も
終
わ

り
、
冬
は
屋
内
ス
ポ
ー
ツ
が
盛
ん
に

行
わ
れ
て
い
ま
す
。
市
庭
球
協
会
で

は
、
次
の
要
網
に
よ
り
、
テ
ニ
ス
教

室
の
参
加
者
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

■
参
加
資
格

　
中
学
生
・
小
学
校
高
学
年

■
会
場

　
十
日
町
市
民
体
育
館
（
学
校
町
二
）

■
期
間

　
昭
和
五
十
五
年
十
二
月
か
ら
、
昭

和
五
十
六
年
四
月
末
ま
で

■
時
間

○
男
子
…
…
毎
週
月
曜
日
午
後
五
時

半
か
ら
七
時
半
ま
で

○
女
子
…
…
毎
週
木
曜
日
午
後
五
時

半
か
ら
七
時
半
ま
で

■
会
費

　
一
人
－
千
円
（
傷
害
保
険
加
入
、

ボ
ー
ル
代
と
し
て
）

■
講
師

　
横
山
保
（
十
実
教
諭
）
ほ
か
庭
球

協
会
員

■
後
援
　
十
日
町
市
教
育
委
員
会

■
申
込
先

　
十
日
町
実
業
高
校
内
、
高
橋
洋
一

さ
ん
か
ま
た
は
、
会
場
に
直
接
ど
う

ぞ
。
（
会
費
を
持
参
の
う
え
）

★
基
礎
体
力
に
プ
ラ
ス
し
て
、
基
本

技
術
を
冬
期
間
に
修
得
で
き
た
ら
、

雪
消
え
と
共
に
白
球
を
追
っ
て
コ
ー

ト
を
走
り
ま
わ
れ
る
は
ず
で
す
。

砂
防
事
業
㎜
年
記
念
写
真
を
募
集

　
明
治
十
四
年
に
砂
防
事
業
が
始
ま

り
・
百
年
が
経
過
し
ま
し
た
。
新
潟

県
で
は
こ
れ
を
記
念
し
て
い
ろ
い
ろ

な
催
し
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
一
環
と
し
て
砂
防
関
係
の
写

真
を
募
集
し
、
展
示
会
を
開
催
い
た

し
ま
す
の
で
、
次
の
要
項
に
よ
り
多

数
ご
応
募
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
し

ま
す
。

●
内
容
　
砂
防
、
地
す
べ
り
、
急
傾

斜
地
に
関
す
る
も
の
。

●
〆
切
　
昭
和
五
十
六
年
四
月
三
十

日
ま
で
。

●
規
格
　
四
ツ
切
以
上
（
白
黒
、
カ

ラ
ー
ど
ち
ら
で
も
可
）

●
提
出
先
　
県
土
木
部
砂
防
課
（
〒

九
五
一
　
新
潟
市
学
校
町
一
の
六
百

二
番
地
）
ま
た
は
、
土
木
事
務
所
（
〒

九
四
八
　
十
日
町
市
妻
有
町
）
へ
。

愚
自
衛
官
募
集
愚

　
防
衛
庁
で
は
〃
陸
・
海
・
空
”
の

自
衛
官
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　
申
込
み
や
問
い
合
わ
せ
は
、
自
衛

隊
長
岡
出
張
所
（
台
〇
二
五
八
－
三

三
ー
〇
二
五
六
番
）
ま
た
は
、
市
役

所
市
民
生
活
課
市
民
係
（
8
七
－
三

一
二
番
内
線
二
二
〇
）
へ
。

第32回雪まつり　瞳璽塾

～ふるさとからのメッセージ～

晶歯目の

申込みを受付中です

　第32回十日町雪まつりは、来年2月
14日（ガ・15日（日）の2日間、開催されま

すが、雪まつり委員会（会長諸里正典）

では、前回の雪の芸術作品づくりに参

加された54の団体を上回る数にと、今

から意気込んでいます。

　雪の芸術作品の参加申込みは現在受

付中ですので、市役所経済部商工課雪

まつり事務局（87－3111番内線266）

へお問い合わせください。

博物館資料
　あサがとう、ご彰黛講鰻轟

　　　　　く愈縄絨嫡募悲藏海、）

庭
野
歪
好
（
江
道
）
、
．
・

小
懸
壕
拳
驚
（
松
之
幽
町
》

灘
醤
霜
郎
淑
安
養
寺
〉

辻
融
栄
市
（
箕
面
毒
）

野
上
穣
　
禽
亀
、
』

籍
壌
弘
文
（
麻
畑
）

戯
懸
蕉
央
（
田
州
町
じ
蹴

液
形
昭
蝋
（
東
京
東
池
袋
）

、
擬
麗
久
平
（
南
新
撮
町
）

大
久
保
健
八
新
座
）

曹
根
武
　
竈
谷
）

水
落
亮
順
、
（
中
条
菅
沼
）
、
．

楼
摩
毒
湊
麟
｛
薪
水
）
、
．
．
．

滝
沢
鍵
郎
．
（
瞬
欝
獲
禰
鱒

［
職
聖
聯
蔀
（
大
導
、
諜

欝
叛
蓬
隆
（
曜
和
欝
蓬
騰
、
｛

、
籍
燐
健
騨
郎
（
碑
愛
矯
．
、
、
F

、
、
俵
山
弦
．
撒
｛
ニ
ツ
趨
）
「
、
，

！
難
ケ
欝
聾
萌
寡
土
越
欝
）
；

駕
麟
串
驚
｛
園
中
群
本
通
燐
澤

鍔
部
進
、
霧
嘗
町
）
、
，
、
。

て
龍
慧
鍛
篠
牽
繊
驚
曳
震
、

ド
欝
部
隆
治
ん
華
代
海
町
）
賛

滋
穆
理
吉
，
、
騰
詫
新
鶏
）

欝
纏
癩
糖
，
繕
藤
壌
謙

，
．
驚
煙
欝
澱
龍
糠
趨
．
’

毒
村
鍛
騨
轍
鶏
嚇
轡
）
。

、
上
村
政
隆
バ
諸
新
譲
樵
、

盛
縄
泰
龍
禽
灘
擁
、
蒙

出
本
嚢
麟
．
（
中
条
中
鞭
）

　
　
　
　
　
　
　
ギ
し
ヤ
　
　
じ
　
　
　
　
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㎜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
帽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
隙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
脚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
輪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鍛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
撒

．
麟
綴
欝
讐
諮
繍
鱗
樋
鶏
鶯

、
髄
綿
、
畿
叢
溝
講

雛
．
継
篠
藤
難
蟻
．
雛
露
和
蟹
蕊

☆
滋
欝
瑛
蕪
熊
欝
鰻
照
．
㎜

　
．
欝
欝
簿
舗
憾
雛
灘
鞍
㌶
認

　
、
馨
犠
瀦
雛
，
．
心
雛
羅
騨
，
壽
．
、
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鰯瓢講蝶繭瞬欝縷

　
自
動
車
文
庫
“
こ
だ
ま
号
”
の
巡

回
は
、
十
一
月
末
を
も
っ
て
終
了
し

ま
し
た
が
、
今
年
も
次
の
と
こ
ろ
に

貸
出
文
庫
を
設
置
し
ま
し
た
。

　
寒
い
冬
の
コ
タ
ツ
の
中
で
本
を
読

む
こ
と
も
楽
し
い
も
の
で
す
。

　
ど
う
ぞ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

〔
配
本
所
〕
ー
太
字
が
冬
季
貸
出

文
庫
。
そ
れ
以
外
は
通
年
の
も
の
。

国
圓
囲
（
岩
野
）
岩
野
ク
3
、

（
上
新
田
）
上
新
田
分
館
、
（
漉
野
）

生
活
改
善
セ
ン
タ
レ
、
　
（
水
ロ
）
水

口
公
民
館
　
　
（
願
入
）
願
入
冬
季
分

　
毎
日
新
聞
社
で
は
高
校
卒
業
者
（
見

込
者
）
を
対
象
に
新
聞
配
達
を
し
な

が
ら
、
自
力
で
進
学
で
き
る
奨
学
生

制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。

　
現
在
、
五
十
六
年
度
生
を
募
集
し

て
い
ま
す
．
詳
し
い
案
内
書
を
希
望

の
か
た
は
左
記
に
、
氏
名
、
住
所
、

電
話
番
号
を
書
き
添
え
て
申
込
み
を
。

　
〒
一
六
〇
　
新
宿
区
大
久
保
三
！

十
四
－
四
　
毎
日
新
聞
社
早
稲
田
別

館
内
毎
日
育
英
会
K
係
（
奮
〇
三
－

二
〇
九
i
一
七
七
一
番
）
へ
。

校
、
　
（
下
条
本
町
）
下
条
保
育
所
、

肉
圓
圏
（
六
箇
山
谷
）
柳
義
夫

宅
、
　
（
船
坂
）
船
坂
冬
季
分
校
、

　
（
塩
ノ
又
）
塩
ノ
又
分
校
、
　
（
ニ
ツ

屋
）
俵
山
弘
宅

國
圃
圓
（
東
枯
木
又
）
山
田
房

吉
宅
、
　
（
三
ツ
山
）
稲
原
分
館
、
（
西

枯
木
又
）
春
川
善
七
宅
、
　
（
池
谷
）

大
島
誠
次
宅
、
　
（
宇
田
ケ
沢
）
水
落

留
吉
宅

困
園
圏
（
大
黒
沢
）
宮
沢
正
憲

宅
、
　
（
伊
達
）
伊
達
公
会
堂
、
　
（
馬

場
）
馬
場
小
学
校
、
　
（
新
宮
）
村
山

千
玄
宅
、
　
（
姿
）
姿
公
民
館
、
　
（
大

黒
沢
V
森
の
保
育
園
、
　
（
土
市
）
水

沢
保
育
所
、
　
（
珠
川
）
珠
田
分
校
、

（
野
中
）
野
中
小
学
校

固
閲
圏
（
富
町
三
南
）
＋

日
町
保
健
所
、
　
（
西
本
町
）
西
保
育

所
　
　
（
学
校
町
二
）
十
日
町
保
育
所

㎜
園
囲
（
関
根
）
湯
川
輪
店
、

（
城
之
古
）
城
之
古
公
民
館
、
　
（
川

治
上
町
）
川
治
保
育
所
、
（
錦
町
二
）

高
山
保
育
所

圏
圏
圏
（
赤
倉
）
赤
倉
分
校

　
（
江
道
）
開
発
セ
ン
タ
ー
、
（
津
池
）

津
池
冬
季
分
校

圓
圃
囲
（
市
之
沢
）
佐
藤
友
三

郎
宅
、
　
（
北
原
）
北
原
保
育
所

　
（
尾
崎
）
む
つ
み
合
所

團
　
（
名
ケ
山
）
小
海
勝
誠

宅
、
　
（
高
島
）
涌
井
哲
司
宅
、
　
（
吉

田
山
谷
）
藤
巻
功
宅
、
　
（
稲
葉
）
丸

山
孝
一
宅
、
　
（
南
鐙
坂
V
鐙
島
保
育

所

　
　
　
ゆ
ず
り
ま
す
・
ゆ
ず
つ
て
く
だ
さ
い

◆
1
2
月
1
5
日
ま
で
の
受
付
分
（
希
望
者
は
市
役
所
経
済
部
商
工
課
内
消
費
者
協
会
へ
）

ゆ
　
ず

り
　
ま
　
す

ゆ
ず
っ
て
く
だ
さ
い

品
　
　
　
名

規
　
格

望
価
格

品
　
　
　
名

規
　
格

希
望
価
格

テ
レ
ビ
野
球
ゲ
ー
ム

中
　
　
古

一
万
円
位

ヤ
マ
ハ
G
T
50
㏄

旧
　
型

相
談
で

こ
た
つ
や
ぐ
ら

（
3
尺
）

〃

相
談
で

婦
人
用
自
転
車

中
　
　
古

〃

大
人
サ
イ
ク
リ
ン
グ
車

（
5
段
変
速
）

53

年
型

一
万
円

子
供
用
鉄
棒

〃

〃

女
子
用
自
転
車

（
小
学
生
用
）

中
　
　
古

無
　
料

す
　
べ
　
り
　
台

（
二
m
位
㌧

〃

三
千
円

ク
リ
ン
ヒ
ー
タ
ー

（
1
5
～
24
帖
用
）

〃

十
一
万
円

フ
ォ
ー
ク
ギ
タ
ー

〃

五
千
円

マ
マ
ー
コ
ー
ト

（
ケ
ー
ブ
付
）

3
回
使
用

五
千
円

ス
　
　
　
キ
　
　
　
i

（
中
学
生
女
子
用
）

〃

一
万
円
位

r十日町の

人に

★
砂
丘
で
有
名
な
鳥
取
か
ら
、

ば
る
策
内
塚
田
の
大
熊
修
さ
ん

社
員
〉
の
と
こ
ろ
に
嫁
い
で
来
た
、

真
理
子
さ
ん
（
二
十
六
歳
〉
で
す
。

★
お
二
人
は
、
京
都
で
大
学
時
代
に

ア
ル
バ
イ
ト
先
が
岡
じ
だ
っ
た
こ
と

そ
し
て
、
趣
味
！
ジ
ャ
ズ
ー
が

共
通
し
て
い
た
こ
と
か
ら
知
り
合
い

昨
年
の
秋
に
、
、
3
ー
ル
イ
ン
し
ま
し

だ
。★

鳥
取
市
は
、
冬
は
あ
ま
り
雪
も
降

ら
な
い
と
こ
ろ
。
降
っ
て
も
五
十
セ

ン
チ
く
ら
い
で
、
そ
れ
で
も
学
校
が

　
　
　
　
も

休
校
に
な
る
と
か
。

「
朝
、
昌
を
さ
ま
し
て
外
を
見
た
ら
、

雪
が
一
㌶
近
く
つ
も
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
時
は
F
、
本
当
に
お
ど
ろ
き
ま
し

覧簑帥条如なりました』
（は　　大熊真理子さん
会る　鴫聯から一　〔8〕

た
。
」

★
こ
の
十
日
町
と
い
う
と
こ
ろ
に
つ

い
て
は
、
コ
年
中
を
通
し
て
、
私

は
春
と
秋
が
好
き
で
す
。
；
一
…
そ
れ

と
あ
求
ガ
関
係
な
い
こ
と
か
も
知
れ

ま
せ
ん
が
．
こ
こ
は
、
　
か
工
事
穿
が

多
い
と
こ
ろ
で
す
ね
。
ど
こ
も
か
し

こ
も
道
路
工
事
中
の
標
識
が
あ
っ
て
、

ど
う
に
か
な
ら
な
い
ん
で
す
か
ね
。

　
そ
れ
か
ら
、
塚
田
に
も
早
く
消
雪
・

パ
イ
プ
を
し
て
も
ら
い
た
い
で
す
。
」

★
大
熊
さ
ん
の
家
は
、
牛
乳
屋
さ
ん
。

「
牛
乳
が
す
ぐ
そ
こ
に
あ
る
と
思
う

と
あ
ま
り
飲
め
な
い
ん
で
す
よ
。
」
と

月
末
の
赤
ち
や
ん
誕
生
を
前
に
、
机

に
む
か
っ
て
伝
票
の
整
理
を
し
て
い

る
の
が
、
印
象
的
で
し
た
。
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十
日
町
市
身
体
障
害
者
団
体
連
絡

協
議
会
で
は
、
身
体
障
害
者
福
祉
会

館
の
管
理
人
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　
希
望
者
は
、
左
記
の
要
綱
に
よ
っ

て
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

会
館
所
在
地
　
市
内
山
本
一
丁
目

条
件
　
住
込
み
と
し
、
賃
金
は
支
給
　
　
「
：
…
…
，
，
、
…
…
…
…
：
：
－
…
－
…
－
：

　
　
　
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
1
月
の
休
日
救
急
医

し
な
い
力
　
管
理
人
が
使
用
す
る
家
　
　
一

嶺
ズ
讐
績
灯
油
伐
顛
軽
翻
霧
筆

管
理
人
室
　
六
畳
、
四
・
五
畳
の
二

部
屋
（
夫
婦
等
も
可
）

職
務
　
会
館
の
一
般
的
管
理

応
募
期
限
　
一
月
十
日
ま
で
に
直
接
、

ま
た
は
電
話
で
応
募

応
募
先
　
四
日
町
新
田
第
三
、
庭
野

金
作
（
8
七
ー
四
三
八
一
番
）
へ
。

決
定
　
後
日
の
面
接
結
果
に
よ
っ
て
．

1
月
分
乳
幼
児
検
診
・
育
児
相
談
日
程
表

事
業
名

期
　
日

受
付
時
間

会
　
場
　
名

対
象
者

参
集
区
域

備
考

3
歳
児
検
診

1
月
2
1
日

　
（
水
）

午
後
1
時
1
5
分

～
2
時

勤
労

青
少
年
ホ
ー
ム

52
年
7
月

生
れ
の
人

域全

　
、
。

　
し
　
さ

　
だ

　
く

　
で

　
い

　
お

。
　
は

す
　
た

ま
　
か

り
　
の

送
　
月

を
　
当

書
　
該

知
）
も

通
紙
て

診
用
く

検
ト
な

月
一
が

カ
ケ
知

6
ン
通

歳
ア
人

1
（
個

1
歳
6
ヵ
月

児
　
検
　
診

1
月
2
3
日

　
（
金
）

午
後
1
時
15
分

～
2
時

勤
労

青
少
年
ホ
ー
ム

54
年
7
月

生
れ
の
人

育
児
学
級
並

び
に
4
ヵ
月

児
　
検
　
診

1
月
2
8
日

　
（
水
）

午
後
1
時

～
1
時
3
0
分

十
日
町
公
民
館

茄
年
9
月

生
れ
の
人

育
児
相
談

－
月
9
日

　
へ
金
）

午
後
1
時
30
分

～
3
時
30
分

十
日
町
公
民
館

茄
年
1
月

～
3
月
生

れ
の
人

（
該
当
外
で

も
相
談
の
あ

る
人
）

十
日
町
・

川
治
・
六

箇
・
大
井

田
・
新
座

地
区

1
月
12
日

　
（
月
）

水
沢
公
民
館

生
後
12
カ

月
ま
で
の

人

水
沢
地
区

1
月
1
3
日

　
（
火
）

中
条
公
民
館

中
条
地
区

1
月
20
日

　
（
火
）

吉
田
就
業

改
善
セ
ン
タ
ー

吉
田
地
区

1
月
27
日

　
（
水
）

下
条
公
民
館

下
条
地
区

一
3
日

一
4
日

皿
11
日

一
1
5
日

…
1
8
日

㎜
2
5
日

（
成
人
の
日
）

　
8
2
の
2
9
5
7
番

千
手
診
療
所
（
川
西
町
中
央
町
）

8
0
2
5
7
6
1
8
の
2
0
3
4
番

水
沢
診
療
所
（
土
市
第
三
）

　
8
8
の
2
0
3
9
番

上
村
病
院
（
中
里
村
田
中
）

　
魯
0
2
5
7
6
3
－
2
1
1
1
番

至
誠
堂
医
院
（
西
浦
東
）

　
8
2
の
3
2
7
6
番

池
田
医
院
（
本
町
西
一
丁
目
）

　
8
2
の
2
5
8
1
番

山
口
医
院
（
袋
町
中
）

　
8
2
の
2
1
7
4
番

津
南
病
院
（
津
南
町
大
割
野
）

8
0
2
5
7
6
－
5
の
3
1
6
1
番

富
田
医
院
（
神
明
町
）

　
8
2
の
3
2
6
9
番

　
郵
便
局
で
は
、
元
日
に
皆
さ
ん
の

お
宅
に
年
賀
状
を
配
達
し
ま
す
が
、

束
が
大
き
く
な
る
と
ポ
■
ス
ト
の
中
に

入
ら
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、

午
前
八
時
頃
ま
で
に
玄
関
の
戸
が
あ

け
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
お
い
て
く
だ

さ
い
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曹　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　曹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　響　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　麟　　噂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曹　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　磨　　　富　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　曹　　　　　　　　　　　　　　　　　曹　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　曹　　　　　　　　　　　　　　　　冒　　　■　　　　　　　　　　　　　　　響　　　，　　　　　　　　　　　　　　，　　　一　　　　　　　　　　　　　　曹　　　，　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　　　　　　　　　　　一　　　，　　　　　　　　　　　　一　　　騨　　　　　　　　　　　，　　響　　　　　　　　　　　甲　　　響　　　　　　　　　　一　　　曹　　　　　　　　　一　　　響　　　　　　　　　一　　　一　　　　　　　　甲　　　，　　　　　　　甲　　　一　　　　　　　一　　　甲　　　　　　，　　　，　　　　　一　　　騨　　　　　甲　　　響　　　　響　　　一　　　一　　　甲　　　－　　甲　　甲　　　『　ゆ　　畠　一　　　　一

　
大
事
な
子
供
の
歯
を

守
る
た
め
、
む
し
歯
を

作
ら
な
い
お
や
つ
に
つ

い
て
も
う
一
度
考
え
て

み
ま
し
ょ
う
。
子
供
の

お
や
つ
は
三
回
の
食
事

と
同
じ
よ
う
に
大
切
な

も
の
で
す
。

　
飲
類

　
牛
乳
、
天
然
ジ
ュ
ー

ス
、
麦
茶
、
番
茶
、
水

　
　
飯
類

　
お
に
ぎ
り
、
の
り
ま
き
、

そ
ば
、
チ
ャ
ー
ハ
ン

　
　
せ
ん
べ
い
類

保護者名氏

う
ど
ん
、

　
あ
ら
れ
、
か
き
も
ち

　
　
豆
類

　
塩
ゆ
で
グ
リ
ン
ピ
ー
ス
、
ピ
ー
ナ

ツ
、
枝
豆
、
と
う
も
ろ
こ
し

　
　
魚
貝
類

　
め
ざ
し
、
あ
み
、
す
る
め
、
さ
き

い
か
、
貝
柱
、
煮
干
、
コ
ン
ブ

　
　
い
も
類

　
ゆ
で
じ
ゃ
が
い
も
、
や
き
い
も
、

　
　
パ
ン
類

　
ホ
ッ
ト
ド
ッ
グ
、
フ
ラ
ン
ス
パ
ン
、

ピ
ロ
シ
キ
、
バ
タ
ー
ロ
ー
ル
　
な
ど

　
　
そ
の
他

　
果
物
類
、
チ
ー
ズ
、
ゆ
で
卵
、
コ

ロ
ッ
ケ
、
シ
ュ
：
マ
イ
、
ギ
ョ
ー
ザ

禁
霧
実
晃
鋒
蓼
攣
燕
￥
撃

　
恵
代
子
子
里
樹
浩
也
浩
勝
裕
一
広
子
樹
子
介

光
幸
昌
恵
恵
悠
裕
充
哲
　
貴
慎
貴
裕
正
幸
大

義
　
　
　
　
千

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
海
畑

井
沢
坂
口
田
田
越
野
山
　
　
林
辺
崎
山
内
身
桐

富
金
保
関
遠
池
生
庭
村
小
津
小
渡
宮
村
宮
尾
片

住　　所

珠川4
馬場4
城之古3

千歳町3

川治内後

川治下町2
本町6－1
田中町西

稲荷町1

下条栄町

太田島3

高田町5

川治内後

北新田3

旭ケ丘
中条島

　鉢
上川町

O
・
・

－
と
じ
て
保
存
し
て
く
だ
さ
い
－

：
○

　
　
粘艦

　
　
赫

」版1歯
　　　　　　　　　　　口63号口

圧8月25日第3種郵便物認可（1部6円）編集発行／十臼町市役所（電話㈹7－3111）／毎月25日昭和54年8月25日第3種

異
常
豪
雪
に
よ
る

響灘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
市
民
み
ん
な
の
総
力
を
”

　
　
　
か
つ
て
例
を
み
な
い
豪
雪
の
中
で
市
民
の
皆
さ
ん
が

　
　
お
互
い
に
協
力
し
あ
い
、
生
活
の
確
保
に
懸
命
に
な
っ
て

　
　
い
る
現
在
、
市
で
は
、
皆
さ
ん
の
生
活
を
守
る
た
め
に
全

　
力
を
傾
注
し
な
が
ら
、
次
の
対
策
を
実
施
す
る
こ
と
を
決

　
定
し
ま
し
た
。

緊
急
市
道
除
雪
班
を
編
成

　
観
測
史
上
最
高
を
記
録
し
、
織
物

産
業
の
生
産
、
販
売
活
動
を
麻
痺
さ

せ
る
な
ど
、
市
民
生
活
に
甚
大
な
る

影
響
を
与
え
て
い
る
現
在
の
異
常
豪

雪
。
こ
の
緊
急
事
態
に
お
い
て
、
市

民
の
皆
さ
ん
の
生
活
を
確
保
す
る
た

め
、
市
で
は
一
月
二
十
二
日
、
県
に

他
地
域
か
ら
の
除
雪
機
械
及
び
オ
ペ

レ
ー
タ
ー
な
ど
の
緊
急
派
遣
を
要
請

し
ま
し
た
。
そ
の
機
械
等
の
搬
入
を

待
っ
て
、
市
街
地
密
集
地
域
（
裏
通

り
）
の
市
道
委
託
路
線
と
学
校
・
保

育
所
等
の
公
共
施
設
の
除
雪
の
た
め

“
緊
急
市
道
除
雪
班
”
を
編
成
し
て

早
速
作
業
を
開
始
い
た
し
ま
す
。

（
費
用
は
各
町
内
負
担
で
す
。
）

市
道
除
雪
町
内
負
担
特
別
軽
減
措
置
を
決
定

事
故
・
な
簿
響
な
ど
に

　
　
　
　
十
分
注
意
を

　
市
内
に
お
い
て
は
す
で
に
、
一
人

の
死
亡
事
故
を
含
む
七
件
の
人
身
事

故
が
発
生
（
一
月
二
十
二
日
現
在
）

し
て
い
ま
す
。
今
後
の
降
雪
を
予
想

す
る
時
に
、
か
つ
て
な
い
よ
う
な
事

故
の
発
生
も
考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、

屋
根
か
穐
謬
じ
た
雪
は

き
ち
灘
題
積
む

　
主
要
幹
線
道
路
の
確
保
に
日
夜
作

業
を
続
け
て
い
ま
す
が
、
屋
根
か
ら

落
と
し
た
雪
の
処
理
が
悪
い
た
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

作
業
に
支
障
が
出
て
い
ま
す
。
や
む

を
得
ず
道
路
に
落
と
し
た
雪
は
き
ち

ん
と
積
み
あ
げ
る
よ
う
お
願
い
し
ま

す
。

市
民
の
皆
さ
ん
ひ
と
り
ひ
と
り
が
十

分
注
意
す
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　
ま
た
市
内
学
校
町
、
大
池
地
区
に

お
い
て
は
、
な
だ
れ
の
危
険
か
ら
避

難
命
令
が
出
さ
れ
た
よ
う
に
、
な
だ

れ
に
は
特
に
注
意
し
、
危
険
と
思
わ

れ
る
時
は
、
す
ぐ
に
避
難
し
て
く
だ

さ
い
。
危
険
と
思
わ
れ
た
ら
、
市
の

豪
雪
災
害
対
策
本
部
へ
連
絡
を
。

』
（
水
道
局
か
ら
）

災
害
救
助
法
が
適
用
に

　
　
ー
レ
笠2
豪
雪
災
害
対
策
本
部
を
設
置
1

　
現
在
の
市
道
除
雪
の
町
内
委
託
路

線
の
地
元
負
担
四
〇
欝
（
市
が
六
十

習
）
を
、
史
上
最
高
の
豪
雪
と
い
う

状
況
の
中
で
、
特
別
軽
減
措
置
と
し

て
、
地
元
負
担
を
三
十
暫
と
し
、
市

が
七
十
督
と
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　
こ
の
措
置
は
、
一
月
十
二
日
以
降

の
除
雪
に
適
用
す
る
も
の
で
す
。

　
市
で
は
、
一
月
十
二
日
午
前
十
時

三
十
分
、
“
豪
雪
災
害
対
策
本
部
（
本

部
長
、
諸
里
十
日
町
市
長
）
を
設
置

し
、
異
常
豪
雪
に
対
応
す
る
体
制
を

つ
く
り
、
市
民
生
活
の
確
保
の
た
め

全
力
を
あ
げ
て
い
ま
す
。

　
一
月
十
一
日
の
市
災
害
救
助
条
例

を
適
用
、
同
日
の
県
災
害
救
助
条
例

の
適
用
さ
れ
た
の
に
続
き
、
一
月
＋

四
日
、
国
の
災
害
救
助
法
が
適
用
に

な
り
ま
し
た
。

　
こ
の
救
助
法
の
対
象
者
は
、
経
済

的
弱
者
で
自
力
で
の
雪
お
ろ
し
が
で

き
な
い
世
帯
と
な
っ
て
い
ま
す
。


